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第1節　「第三の道」への道

　サッチャー保守党政権は、その後メージャーに引き継がれ、長期安定政権と

なった。この間労働党は野党として政権復活への道を模索していた。しかしな

がら、それは保守党政権の継続の前に混迷を極めていたといってよい。従来の

労働党の主張では政権が取れなかったからである。以前に左派の教育学者の動

向にっいて述べたが、これはなにも教育学に限定されたわけではなかった。

「市場」の取り扱いを巡って新たな理論の台頭が見られた。それは市場社会主

義論であり、ルグラン（Julian　Le　Grand）はその代表的人物である。彼は

1987年というかなり早い時期から、とくに福祉サービスの分野で新しいアイデ

アを主張してきた。

　ルグランは、公費による一律の福祉サービスの供給が、結果的にはミドルク

ラスの利益となり、一番必要としている人々には届いていないというメカニズ

ムを明らかにした1）。また、この時期、教育学においても、大学生への奨学金

制度が、結局はミドルクラスへの援助となっていることが一般的に明らかにさ

れたことも、既存のサービス分配メカニズムへの疑問を生じさせることになっ

た。

　そこでルグランは「市場」に注目する。彼を魅了したアイデアは、アメリカ

で始まっていたバウチャー制度であった。彼は、サッチャー政権の最大のシン

クタンクであるIEAの論文集『親に権限を与えることEmpoωering　the

Pαrent8』（1991）に寄稿した論文において、平等を促進する立場から、教育
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バウチャー制度を擁護して以下のように述べている。まずバウチャー制度とは、

これまで発言権を持たなかった人々に発言権を与え、それを実質化する手段で

あることが確認される。しかし実際に検討されているバウチャー制度には、不

完全な情報という問題と代理人制という問題がある。後者の意味するところは、

バウチャーの行使が代理人（教育の場合には親）によるたあ、常に代理人がサー

ビスの利用者（教育の場合には子ども）の利益を最大限理解しているわけでは

ないということである。それに対しては「ある一定の国家規則とモニターが必

要である」と結論付ける。教育の場合には、ナショナルカリキュラムの水準と

内容、その価値を明文化することが必要なのだ。さらに続けて、バウチャーが

不平等を拡大させるという批判にっいては、「確かに成功した学校には定数の

受入れ限度がある。そのたあに選抜か、これまでの繋がりなどを考慮すること

になる。これらは今既に有利な人々に有利となる。残りの人々はいわゆる『沈

下学校』に通うことを余儀無くされ、『沈下学校』は、優秀な生徒を奪われ、

水準の低下と規律の悪化という悪循環に捕われる」。しかしながら、これまで

の国家制度の下でもミドルクラスは常に自分達に有利に動いてきたことを忘れ

てはならない。バウチャーはこれまで学校が顧みなかった人々に財源を与える

ことで学校側の彼らに対する関心を引き起こす。しかしそれだけでは不十分で

あることを認め、最終的には積極的差別化バウチャー　（Positively

Discriminatory　Voucher－PDV）を提唱する。これは、貧困家庭（個人）に、

より多額のバウチャーを与えるというものである。教育の場でいえば、私学に

いけるぐらいの金額を貧しい家庭に与えるというものである。但し個人を対象

とすると屈辱的と感じる資産調査を導入せざるを得ないので、単純な資産価値

の算定から決定される貧困地域を対象とするといった工夫が必要となる。そう

すれば高額のバウチャーを狙ってその地域へ流入したがる富裕者の侵入を阻止

することにもなる。何故なら、「彼らがそこへ移住しようとするとその地域の

家の価格が上昇して、高額のバウチャーは支給されなくなるから」2）というの

である。

　このように、「市場メカニズム」を通じて、平等を実現させようとする理論、

市場社会主義論の台頭は、1990年代顕著になる。さらに1994年にはイタリアで



新労働党の教育政策　45

ボッビオが『右と左』3）で、またイギリスではギデンズが『左派と右派を越え

て』で、旧来の左派と右派の区分が冷戦構造終結後曖昧となったことを社会理

論として明言する。とくにギデンズは「市場は、通常経済効率性の条件である

『下からの』判断決定を可能とする。『下からの』判断決定、自律性、分権化の

重要性は、たんに市場だけの領域に押しとどめられるべきものではない。高度

な再帰性の時代には、その他の領域においても利点となる」4）とし、これこそ

が「第三の道一市場社会主義」の戦略なのであると主張した。

　こうして、新労働党の理論「第三の道」は、徐々にではあるが、その支持基

盤がゆっくり固あられっっあったといえよう5）。

第2節　ブレア党首の誕生と新労働党

　1979年の総選挙で敗北を期した労働党は、戦略の見直しが図られた。党首で

あったキャラバンは責任を負って辞任する。彼の後継者であったニール・キノッ

クは現実路線へと切り替えをはかり、新自由主義・新保守主義を標榜するサッ

チャー政権との対立点を模索していった。しかし、1983年の総選挙でも労働党

の復活はならず、1987年の総選挙でも敗北し続けた。この間、ランベスとリバ

プールのいわゆる「ルーニー・レフト」議会の問題が連日新聞をにぎわし、極

左議会の行政的財政的行き詰まりは明白となった（この問題にっいては第4節

参照）。さらに1991年の総選挙でも労働党は重ねて敗北した上、この間、リー

ダーシップを巡って党内では、トニー・ベンを中心とする社会主義を信奉する

旧来の左派と、キノックに代表される中道右派とソフト左派の連合との対立が

顕著となる。退陣したキノックのあとを引き継ぎ党首となったジョン・スミス

は、スコットランド出身で労働党再生の期待を受けていた。彼は「社会正義」

をキイワードとして、労働党の政策を世に問うた。その概略は『社会正義：国

家再生への戦略』Sociα1　，Justice’Strαtegies／br　IVαtionα1　Reneωα1（1994）

に現れている。これはジョン・スミスが招集し、中道左派のシンクタンクであ

る「公共政策調査研究所　Institute　for　Public　Policy　Research（IPPR）」に

集った社会正義委員会（Social　Justice　Commission）の報告書である。ここ

にはその後の労働党政権において主張されるいくっもの重要な論点が登場して
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いる。ギデンズが最終的に命名した「第三の道」路線のうちそのいくっかがす

でにこの委員会報告に現れていること、さらにギデンズはメンバーではなかっ

たということを軽視してはならないだろう。

　同報告書は、これまでのイギリスの現状を分析した後、イギリスが今後進む

道として、①投資、②規制緩和、③従来の福祉国家型の三っをあげ、最終的に

①の道を進むことを提言している。具体的に言えば、経済成長を図るとともに

生活の質の保証を行おうとするものであり、①生涯学習を通じて価値を付加し

ていくための投資、②有給の職への機会の保障、③知的福祉国家の建築を通じ

ての社会の安定性の確保、④良き社会を作り上げるための責任の強調、⑤投資

のための税制を提案している。そして「今こそ変化が必要とされているのだ」

と結論づけている6）。

　1994年、スミスの突然の死によって、若きブレアが労働党党首に選出された。

その影には、旧来の労働党の典型的メンバーであると思われたプレスコットが

ブレアを支持していたことが大きいといわれている7）。ブレアは新生労働党と

して、「若い国英国」を強調し、「現代化」をキイワードとした。これまでの社

会主義政党から社会民主主義政党への脱却を目指し、中道左派と自らを定義し

直し、労働組合から距離を取る方向へ党を導いた。最初の試練は、民営を廃止

し、国有化（公有化）産業への転換を図るという、労働党の真髄とでも呼べる

1918年に作られた労働党綱領の第4条の改正であった。1995年4月これに成功

することによってブレアは党内革命の第一歩を進み出し、労働党も新労働党へ

と変わり始めたのである。これはまた、労働組合代表の投票権を制限し、個人

党員の投票権を強あることによって、労働組合の勢力を弱体化させることにも

成功したために可能となったし、個人党員の加盟がそれ以降増大していく。し

かしながら、党内には依然としてトニー・ベンを中心とした旧労働党支持派も

おり、党首としてヘゲモニーを握ったあともブレアは、サッチャーと同じよう

に、党内抗争も乗り越えなければならなかった。これは1997年に総選挙で勝利

しても続くのであるが、それに対してブレアは「二度と昔に戻らない」という

毅然とした態度で臨んでいった。
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（1）野党労働党の現状認識と保守党政権批判

　ブレアがやろうとしたことは、ジョン・スミスがやりかけたことであり、サッ

チャーがやろうとしたことに匹敵するような、社会の大改造、彼の言葉で言え

ば「現代化」であった。メディア時代の寵児とも呼ばれたブレア及びそのブレー

ンはいくっものキャッチフレーズを作り出してゆく。その全容を述べることは

筆者の力量を遥かに越えていることであるが、ここでは総選挙前に出されたブ

レア関係の宣伝書2冊（トニー・ブレア著『新しい英国一若い国という私のビ

ジョンIVeω　Britαin’my　vision（）f　a　Noung　country』（初版1996年）とマン

デルソンとリデル著『ブレア革命一新労働党はブレア革命を起こすことができ

るかThe　Blαir　Revolution’Cαn　IVeω　Lαbour　Deliver2』（1996年）から、簡

単にまとめてみる。

　ブレア新労働党の保守党（またはニューライト）批判は次のように展開され

る。まずサッチャーが取り組もうとしたイギリス社会の再生の必要性を認める。

国家は過度に介入し、非効率的であり、非応答的であった。労働組合実力者達

（barons）は増長しており、福祉制度の発達がさらなる税金を必要としていた。

経済に対する過剰な規制が企業を苦しめ、努力に相応しい報酬は与えられなかっ

た。このような「悪」が存在し、問題と感じたのは伝統的労働党支援者も同じ

である。サッチャー政権が行った療法によって、イギリス経済は一時期ブーム

を迎えた。生産性も上がり、民営化も生産性をあげることに貢献した。1980年

代を通じて、労使関係は改善されたものの、新たな問題が生じてきている。新

労働党はもはや大規模な国有化への道はもどらない。勤勉な人に対する罰則的

累進課税は引き下げられた。新労働党は税金に関わる不正や特権については依

然として戦うが、以前のような税制には戻らない。サッチャー、メージャー政

権の評価は正直にするものの、明らかにサッチャリズムは失敗している。不平

等の増大と社会の分断化、失業は多くのニューライトが政策上の必要悪として

みているのでここではひとまずおくとしても、経済の場面での失敗も明らかで

ある。まず経済ブームは北海油田のお陰によるものだ。近年の貨幣価値の下落

や生産能力のぜい弱さは深刻である。国際競争力は現実に1997年以降世界13位

から18位にまで落ちている。また、それ以外に、サッチャーはマネタリズムを
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援用し、ごく一部のトップクラスを優遇することによって、経済全体を活性化

することを考えたが、それも誤りであった。必要とされるのは全ての人に対す

る機会均等である。現実には民間（市場）の力だけを頼みとした政策は、イギ

リスが必要としている官と民、ビジネスと政府の間のパートナーシップを作り

上げることに失敗した。そのため、インフラストラクチャーの整備において、

他国と比べ、数段遅れをとってしまったのである、と8）。

　確かにサッチャーは首相時代「この世に社会なんていうものはない」と明言

し、労働組合、地方自治体といった国家と個人の間に存在していた様々な組織

の弱体化をはかる一方で、強い個人像を打ち出した。政府刊行物の『社会の傾

向Sociαl　Trends』で事実を確認してみれば、平均収入額以下の人口は60％で

推移しているものの、平均収入の6割以下のものが1981年の20％弱から1992年

には31％程度へ、平均収入の半額以下のものが10％から21％へ、40％以下のも

のが6％程度から10％へとそれぞれ増加している。また犯罪率の増大は1971年

の3．8％から1993年の10．2％（イングランドとウェールズのみ、但しピークは

1992年）であった9）。保守党政権のもとでは個人が直接国家と対峙し、様々な

困難に立ち向かわなければならなかったが、その上、同時に並行して行われた

行政改革によって規模縮小を余儀無くされた数少ない公務員が窓口対応に追わ

れたため、人々はこれまで公務員がやっていた仕事を請け負わされるようになっ

た。個人主義は、本来の意味ではない「個人化」1°）主義に帰結し、人々は国家

と社会への帰属意識を弱め、社会の連帯感は失われ、公衆道徳は失墜するとい

う新しい問題も生じていった。人種問題に端を発する暴力事件の多発化、若年

層の犯罪の凶悪化、件数の増加が目立った。それ以上に問題となるのは、人々

の間に社会不安が高まっていることであった。安心して毎日暮らすことが出来

ない。国家の存在の正統性が危ぶまれ始めていた。

　1993年2月、マーシーサイドで3歳のジェームズ・バルガー（James

Bulger）をなぶり殺し、いわゆる「ジェームズちゃん事件」を起こした2人

の少年は、学校から追い出され、誰からも顧みられなくなってしまった「サッ

チャーの子どもたち」像と重なる11）。また、ヴィクトリア時代の自助精神の復

活は、経済構造改革、それに伴う失業の増大、またティーンエージャーのシン
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グルマザーの増加などによる生活保護世帯数の増大などによって失敗した。金

融関係におけるバブルと所得における不平等の拡大は、ヤッピーの登場を生み、

ミドルクラスの公教育、国民医療サービスといった公的サービスからの逃避を

もたらし、あとに残されたものは、向上心を失い、現状へのあきらめと依存文

化が支配する生活へと追いやられることになる。こういった状況を新労働党も

また問題として捉えていたことは明らかである。

　上記の保守党批判に加えて、新労働党は、新しい時代に対しても立ち向かわ

なければならなかった。ブレアもギデンズ12）と同様、現代をグローバリゼーショ

ンの時代であるとする。その意味は二重である。まず第一に、英国の国家がか

ってないほどの規模の国際競争に嫌が応でも巻き込まれるということである。

そして、第二にこの新しい時代は、知識を主要な生産力とする新しい体制であ

るということである。国家が生き残れるかどうかは、国民の教育と訓練にかかっ

ている。それも今までのようなごく一部のエリートに依存するのではなく、全

般的な教育水準の上昇と生涯学習（訓練）によって実現されなければならない。

っまり大量生産時代に相応しかった労働者一人にっき一っのスキルといったも

のは時代遅れとなり、多技能、柔軟性のある流用可能なスキルの獲得が目標と

なる。さらにこの新しい時代は、長期的展望を持てない流動化した社会である。

従って、国民は常に学習・訓練して、時代の変化に追い付いていかなければな

らないのだ。こうして生涯学習社会への対応と、人的投資論・人的資源論が強

く前面に押し出されてくることになる。

　グローバリゼーションという一種の外圧を使って、ブレアは、イギリス社会

はある意味で挙国一致式に改革、すなわち「現代化」されなければならないと

主張する。サッチャーら新自由主義者はグローバリゼーションということを十

分認識していなかったし、そのインパクトを理解していなかったのだというの

だ。またギデンズによれば、グローバリゼーションに加えて、現代社会の問題

は、脱伝統化と現代社会の発展それ自体が生み出すリスク、不確実性にある。

ブレアにとっては教育こそ重要な社会改革の鍵であるが、その正当化は単にグ

ローバリゼーションといった次元を越えて、現代社会そのものへと立ち向かう

ことから導かれる。安全な生活、他者を理解しく寛容の精神を持つ活動的市民
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の養成が必須となる。生涯学習社会を建設するという共通の目的の前には、あ

らゆる場が学習の場とならなければならないし、国民は常に自ら学習をすると

いう文化を持たねばならない。

　ここから幾っものキャッチフレーズが飛び出す。「福祉から労働へ」または

福祉のニュー・デェール政策一これは、給付金が交付されることによって、逆

に失業状態を固定化し、あきらめをもたらし、プライドを失い、いっの間にか

依存して生きることを受け入れるようになってしまうような結果（「依存文化」）

にしかならない現行の交付方法を改め、就職を奨励するような方法を求めるも

のである。「包摂的（インクルーシブ）社会」一これは、従来の被支配者の側

に立っ伝統的労働党の性格を継承するものであり、社会正義に叶うものである。

しかしながらこの主張には社会で周辺化され、底辺へと組み込まれていった人々

の包摂のみならず、公共サービス圏から逃避してしまったミドルクラスをいか

に取り戻すかという観点が加味されている点が新しい13）。「パートナーシップ」

一教育学の世界では、これまでは中央政府一地方政府一学校の「（専門職の）

教育の自由」を根幹とする教育行政制度原理として知られていたが、ブレアの

時代になって、この言葉はどこででも聞かれるようになった。官と民、公と私、

ビジネス界と政府、あらゆるところでのパートナーシップが提言されるように

なる。「ステークホルダー・エコノミー」一良い訳語が見っからないがいまの

ところ「利害関係者」あるいは「当事者」という訳語をあてておく。これは、

民間企業は「公器」であり、株主のためにあるというよりは、消費者のみなら

ず、そこで働く労働者およびそれに付随する家族にも、また社会的にも責任を

負っているということを自覚した経済というような意味で使われている。ブレ

アがこれを提唱した当時は労使協調路線として批判もされた。要は、関係者が

全て当事者として何らかの分け前、恩恵に与ることが可能となると同時に関係

者として責任を持つような経済のあり方である14）。

　キャッチフレーズまでにはならなくとも、そのほかにいくつか、旧来の社会

主義政党では思いもしない内容が語られている。とくに、コミュニティ、家族

の重視、法と秩序の遵守とキリスト教精神の尊重は、今までの労働党にはない

ものである。これにはブレア個人の性格や、彼が師と仰ぐマックマリーの影響
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であるという説もあるが、コミュニタリアン的発想がこの時期非常にイギリス

で強まったことは否定出来ない。当時アメリカから招待されたエッッィオー二

の講演会には人が溢れていたという。しかしながら、ジョーンズが指摘してい

るように、市場と個人をあまりにも強調したサッチャリズムに対抗するものと

して、コミュニティを強調することは、サッチャーの行ったヘゲモニックプロ

ジェクトに十分対抗するものとなった15）。それと同時に、ステークホルダーを

前面に打ち出したように、ブレアは個人の責任と義務を強調することも忘れな

かった。これもまた『社会正義』や『第三の道』でも述べられている市民像と

合致する。この点は保守党前政権がオーナーシップ（所有者意識）を全面に押

し出して個人の自覚を強く求めたのとは異なり、ステークホルダー（当事者：

利害関係者）という側面を強調したのである。この点は今後の社会を構成する

人間像を巡り、保守党と新労働党とを峻別する重要な論点を提示するものと考

えられる16）。

　家族の強調も同様ではあるが、これはサッチャーのように単純にヴィクトリ

ア期の家族への回帰を主張しているのではない。それはもはや不可能である。

したがって、問題は、個人の尊厳を復活させるような家族、働く家族像であり、

公衆道徳を子どもに教えるための道徳家族の創出であった。そしてその道徳は、

ブレアにとってはキリスト教であった。キリスト教信仰を明言することによっ

て彼はマルクス主義との訣別と、個人主義の新自由主義とも立場を異にするこ

とを明言する。彼にとっての信仰は、コミュニティへの責任とも結びっき、そ

こから道徳が生まれるというものであった。それと同時に、彼は、その他の宗

教にっいても尊敬の念を払い、宗教的多元主義を強調することも忘れてはい

ない17）。

　イギリスは若い国である。これからの国である。そのためには現代化＿〈iE5tL＿＿

ナイゼーション）しなければならないし、それには若くてハンサムであり、有

能な弁護士でもあり、家族を大事にする品行方正で道徳心の高いブレアが相応

しい。全てのメッセージは、ブレアにスポットライトを当てるものであった。

ブレアのパートナー、チャーリーはブレアを凌ぐらっ腕弁護士であり、これも

また当時大人気のアメリカのクリントン夫妻を思い出させるようなものであっ
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た。そしてまた、クリントンの周りにも、市場社会主義を標榜する旧左派が集

まっていたのである。

　世界はちょうど20世紀の終わりにさしかかり、ミレニアムと21世紀を展望す

る新しさが強調できる時代に向かって動いていた。長期保守党政権の後、若き

ブレアにそのエネルギーと期待を感じた人々が多かっただろうし、ブレアにとっ

てもこの時代は新機軸を打ち出す格好のチャンスだったのかもしれない。

（2）ブレア野党労働党の教育政策案

　ブレアが労働党党首になってから、いくっかの重要な文書が出されている。

ブレア以前の労働党の教育政策が保守党のアイデア、たとえば「オーナーシッ

プ（所有者意識）」などを批判的にではあるが摂取し出したのは1994年の『学

習社会への扉を開くOpening　Doors　to　A　Leαrning　Society』からであろう。

また前述の『社会正義』においては、具体的に①5歳未満の子どもを対象とす

る幼児教育とチャイルド・ケアの充実、②全ての子どもに基礎的スキルを身に

っけさせること、③全ての若者の達成度の向上、④すべての労働者に対する訓

練、⑤公正な負担を通じての高等教育の拡大、⑥生涯学習のための学習銀行の

創設が提案され、最後に「教育こそが英国一新のための我々のヴィジョンの中

心である」と締めている18）。

　より「第三の道」的政策が鮮明になっていくのは、ブレアが党首となり、ブ

ランケットが陰の教育担当大臣になってからである。そしてそのことを表す最

初の文書は1995年の政策文書r多様性と卓越性1）iversity　and　Esccellence』で

ある。ここでは、政策文書等に則して、その内容を時代順に紹介していくこと

にする。

①『多様性と卓越性』（1995年）

　ここにおいては、「教育水準の上昇と全ての子供に機会を与えるための新し

いアイデア」を次の4原則に基づいて提案している。すなわち、1）学校は責

任を持って自己管理を行う。2）学校は全国的には中央政府に対して、地域的

には親や地域に対してアカウンタビリティを負う。3）資金配分は公正に公け

にされるべきである。4）中等教育学校への進学手続きは、11プラスといった
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ような選抜にもどらず、資源の効率的利用の計画を持って行われるというもの

であった（pユ）。挙げられた具体的な提案を要約すると、国庫維持学校

（GMS）および学校基金局（FAS）の廃止とLEAへの管轄下への復帰、コミュ

ニティスクール（以前のLEA立学校）、ボランタリースクール、ファウンデー

ションスクール（以前のGMS）の三っのタイプの公立学校制度への改組、　LE

Aの果たす役割の再定義、学校の自律的経営（LMS）の更なる充実と学校評

議会におけるLEA代表と親代表比率の上昇、　LEAのもとの法定教育委員会へ

の親代表の参加、さらなる情報公開などである（pp．5－6）。また「新しいパー

トナーシップ」という節では、多くの学校をGMSに追いやった原因はLEAの

官僚主義的体質にあったと明言した上で、学校とLEAとの新たな関係を構築

するたあに、学校にはLMSの充実を約束しつつ、　LEAに期待される役割とし

て以下の数点をあげている。すなわち、その地域のリーダーシップと開発を担

うこと、奮闘している学校への支援、情報の提供、当該地域の企業を含む学習

ネットワークの創設、特別教育ニーズへの対応、就学前教育と幼児教育の充実、

成人教育やユースサービスとの連携、奨学金制度の充実、その他怠業対策や交

通手段の改善、病気の子供たちへの教育サービスの提供、学校評議会メンバー

の訓練などである。その中では良いLEAの事例としてバーミンガム、スタッ

フォードシャーなどが例示されていた（pp．13－15）19）。

②『ブレア革命』（1996年）

　『ブレア革命』においては、新労働党の教育政策は以下のように予定されて

いた。

　まず大前提としての目的は、「いかにエリートのたあの素晴らしい教育を一

般大衆の子ども達のための教育水準のために拡大することができるか」（p．16）

である。しかしその理由は経済的なものが主で、基本的には新しい時代に必要

なスキルを人々に与えることにあった（p．89）。従来イギリスの教育制度は普

通教育と職業教育の分断が固定化されていた。多くの教師が教育内容よりも学

校制度の構造に関心を払い、卒業生の進路よりも入学者の社会的背景のバラン

スの取り方に気を取られてきた。そしてまた、総合性という名で画一的教育内

容を強調してきた。そこで新労働党が提案する教育政策は具体的に以下の通り
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である。

　まず第一の優先順位は一般的に教育水準を上昇させること。新労働党は構造

より教育水準が重要であると考える。各学校は自分達の業績に責任を追うべき

であり、常に改善を図るべきである。悪い学校は閉鎖されるべきで、人心一新

して再出発すべきである。

　第二の優先順位は、就学前教育と小学校教育の充実であり、小人数教育を実

施する。学校内部では、新しい教授法がコンピュータなどを利用して導入され

るべきである。そういったことを実現するために、マイケル・バーバーの「ラ

ディカルな提案」が取り上げられている。

・教師と親は、子ども達の教育に関する彼らの新しい法的責任を受け入れるべ

　きである。個々の子どもは、教師が作成し、その後6ヶ月毎に、出席を義務

　付けられる親と共に検討する学習プランを持っべきである。親がこの義務を

　履行しなかった場合には、教育的失敗という危機にある子どもという法的証

　拠となる。

・全ての子どもに、地元の産業、商業あるいは地域から学校によって選ぼれた

　メンターを任命する。

・学校外での学習センターを設立する。それは学校でも教会でも構わない。そ

　こでは宿題や、学習の遅れを取り戻したり、見学したり、独学の遠隔地学習

　を支援する。これは資格のある教師がパートタイムで行う他に、パートタイ

　ムの学生や地域のボランティアが参加する。学校では、教師の専門性と実習

　生やボランティアの垣根を壊すべきである。

　これに加えて、二っの緊急課題として、まず第一に、ミドルクラスを公立学

校制度に呼び込むこと、第二に、子ども達には、才能や社会的背景に関係なく、

自分達の能力を十全に開花させるために公正な機会を保障することである

（PP．92－93）。

　成功した学校とは、強力な校長のリーダーシップと学校のエトスというもの

がある学校であることが分かってきた。そこで、新労働党はまず学校には最大

限の自由を保障し、大学進学要求に答えるためにはセッティング（主要科目で

の能力別学級編制）を容認し、子ども達の勉強意欲に応える。私立学校に関し
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ては、敵対的態度をとるのをやめ、新しいパートナーシップを追求する。保守

党の導入した私立学校への援助席計画は廃止する。しかしそれに代わる私立学

校への新しい「架け橋」や「はしご」の導入は、公立私立の分断を克服する上

で、検討すべきであろう。中等教育と職業訓練においては、企業との責任の分

担を追求すべきであろう。それには、個人の訓練資金口座を開設し、そこに国

からの補助金を振込む方法が提案されている。

　その財源には生前分与税と遺産相続税が当てられる。個人は認可されている

訓練所から訓練を受ける。大学教育の拡大も、授業料徴収と学生に対する国家

保証付きローン制度の導入で実現される（pp96－97）。

③マイケル・バーバー著『学習ゲーム』（1996年、第二版1997年7月）

　この本の第二版はまさに総選挙直前に出版されたもので、総選挙のあった翌

日にマイケル・バーバーは、ブレアの教育政策担当として引き抜かれた。この

本は、前記②の文献でもバーバーのアイデアが取り上げられていることをみれ

ば、まさしく、新労働党の教育政策の基礎となったものと考えられる。

　本書は四部構成となっている。第一部では現代の挑戦すべき教育をめぐる問

題として、晩期資本主義の状況、経済の必要性、高度情報社会、価値観の多様

化、環境問題、そして道徳の問題が取り上げられる。まず地球規模の危機とし

て、貧富の差の拡大、環境問題、福祉国家の行き詰まり、経済的安定性なども

はや期待できないことなどがあげられる。英国では、孤立感、無関心、疎外が

支配的になり、その最大の被害者は貧しい家庭の子供達である。こういったこ

とから旧労働党政権のような改革ではなく、ラディカルな改革が必要であると

結論する。それは社会の状況が変わり、もはやそれに対応できないからだ。バー

バーによればこの変化とは、価値観の多様化、教育への期待の増大、「教育の

成果」と経済力への不満、教育の専門家による非応答性が明確になったこと、

財政引き締め、変化のスピードに比べてゆっくりな変革のスピードなどである。

ここからバーバーは保守党の教育改革のいくっかの側面を評価する。専門家の

権力を制限したこと、ナショナル・スタンダードの設定、アカウンタビリティ

の強調とそれを実現する制度などがそれであるが、それでもバーバーは、こう

いった改革も大多数を占める生徒には影響を与えなかったと批判する。ここで
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の論議はひとっにはキール大学で自分達が行った調査に基づいているが、もう

ひとっにはハックニーでの経験から述べられている。そして、保守党政権下で

は教育水準が上昇したものの、若者の道徳が向上していないこと、また、個別

に見れば成功した学校と失敗した学校とがあるが、これは簡単にいえば、ひと

えに、優秀ではない教師と無関心な親の責任であるといいきっている。

　第二部では1976年からの教育改革にっいて、とくに教師（教員組合）の立場

からみて、教育科学大臣の資質と政策の内容および実効性とを関わらせて論じ

ている。とくにパッテンに対する個人的な批判は、辛辣である。ここでバーバー

は保守党政権が導入したLMS、スタンダード、アカウンタビリティ、教職員

の発言力の抑制を高く評価する。また教員評価が学校改善へと結びっくこと、

学校改善運動の成果などにも言及している。

　第三部では、若者の学校に対する態度、親の学校に対する態度を先のキール

大学の調査等から分析する。まず多くの若者が学校に不満をもっていることが

明らかにされる。また親は保守党政権のもとでは消費者としてその発言権を学

校経営の参加や学校選択等を通じて強めていったが、親は学校経営には素人で

あり、学校評議会での発言は、期待された評議委員としては問題を持っている

こと、また全般的に関心が低いことが明らかにされた。ここからバーバーは、

親に対してもさらに研修を行ったり、子供の教育に関心を持っようにするべき

だということを示唆する。また、親に学校への協力を約束させるべく契約書を

書かせた実践やそれを制度化した保守党の政策に注目する。っまり、教師（生

産者）は神様ではないが、かといって、親（消費者）も神様ではないといった

態度を明確にするのである。教育アソシエーション参加の経験から、学校に対

しては、これらすべてが自己改革を迫るものとして十分な根拠を示していると

指摘する。一方、学校に対して背を向ける若者像を浮き彫りにする。そしてそ

れこそ学校に対して自己改革を迫るものとして問題提起する。さらにまた、教

師も自己改革をするべきであり、それは専門性の更なる発展を通じて可能であ

るとする。

　第四部はバーバーの教育改革案である。ここで述べられている内容は、『ブ

レア革命』でも紹介されたものであり、基本的には学校の効果を測る運動・学



新労働党の教育政策　57

校改善運動の成果をふまえたものであり、かっ後述の第一期新労働党政権にお

いて具体化されたものが多いので、ここでは省略する。

　同書で注目すべき点は、すでにブレア新労働党が政権を取る前から、陰の教

育大臣ブランケットとバーバーとの関係が生まれていたことである。そして、

共に保守党政権が作り上げたナショナルカリキュラムとナショナルテストを中

核として、さらなる基礎学力の向上と「失敗している学校」の削減を目指した

ことであった。たとえば、1994年のリーグテーブル公表の際、ブランケットは

情報が不十分であると批判したこと（p．68）や、1995年、教師講師組合

（Association　of　Teachers　and　Lecturers）の年次大会で「失敗している学校」

の閉鎖を示唆したこと（p．151）、最低限の宿題を課すこと（p．258）、1996年6

月に識字検討グループ（Literacy　Task　Force）を設置したこと（p．260）など

が詳しく述べられてある。この②と③の文献から考えると、新労働党政権は、

野党の段階からマイケル・バーバーを中心に教育政策を立案してきたことがわ

かる。このバーバーは、イギリス社会全体の基礎学力の向上を主要目的とし、

親と教師、それぞれがきちんと自分たちの責任と義務を果たすような体制を考

えていた。それゆえ、彼は保守党政権の構築したナショナルカリキュラムとナ

ショナルテストなどを中心とする「品質保証国家」体制と教育政策を積極的に

評価するのである。とくにキース・ジョーセブへの賛辞は、パッテンへの批判

と比べると雲泥の差である。バーバーが元々教師であったこと、教員組合の活

動家でもあったこと、前述の通り、ハックニーでの教育行政関係者として、地

元労働党との確執や保護者、教師との対立も経験していること。こういったこ

とが、彼の教育観を形成したと考えられる。この問題はまた稿を改めて検討し

たい20）。

④1997年選挙綱領

　1997年の総選挙に向けた労働党選挙綱領では、ブレアが選挙期間中「私に最

優先事項を聞いてくれ、教育、教育そして教育だ」と叫んだ通り、教育が最優

先事項となっている。その公約は、1）5歳、6歳、7歳の学級規模を30人以

下にする。2）4歳児に幼児教育を与える。3）教育水準の低さを打開する。

4）コンピュータ技術へのアクセス、5）新しい産業のための大学
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（University　for　Industry）の創設を通じた生涯学習、6）失業打開のために

教育費を増額するというものであった。これらを実現するために、学力改善が

見られない学校およびその管轄LEAに対しては非寛容な態度で臨むとし、学

校の閉鎖と人心一新後の新規開校、特別に校長や教師を手配する教育アクショ

ンゾーンの導入、ボランティアのメンター制度の導入、サッカーチームと提携

したプレミア・リーグ、統合教育のアイデアが出されている。その一方で、親

の責任と権力を強あ、家庭での学習を奨励し、LEAに対しては各学校の達成

度を判断し、評価する役割が与えられると同時に、その活動がOfSTEDによっ

て評価され、その結果如何によっては担当大臣がLEAの活動を停止させ、改

善のためのチームを派遣することができるようにすると提案されている21）。

　ここからも明らかなように、新労働党は教育目標を教育水準の向上においた。

その背景にはグローバリゼーションと生涯学習社会の創出の必要性という外圧

があった。他の先進国並みに教育水準を上げ、公正なメリトクラティックな社

会にしなければ英国は生き残れない。そのために必要なものは、人的資源と学

習と教育・訓練であった。ブレアはまたほかのところで教育は最善の経済政策

とも述べている。従って1997年の総選挙で教育が最優先事項となったのは偶然

ではない。この教育水準を測るものとしてはすでにナショナルカリキュラムと

テストがあった。とくにGCSEの成績は誰でもが知ることのできる一番簡単な

基準となる。学校教育の目的は、GCSEの成績（あるいはNVCQの成績やGCE

のAレベルの成績）を目に見える形であげることである。これを至上目的とす

るところから導き出される教育改革は極めて明確なものとなる。そしてその目

的達成のために、ありとあらゆるものが動員され、活用され、達成を邪魔する

ものは排除されていくのである。保守党の置き土産は、新労働党にとって、こ

の目的を達成するための道具となった。あとはこれを精緻化していけばよいだ

けだった。

　また、秘密裏ではあったが、私立学校との接触も進められていた。1995年3

月1日、陰の教育科学大臣デヴィッド・ブランケットを全国校長会議（HMC）

の議長と事務局長、ヒュー・ライトとヴィヴィアン・アンソニーが訪れている。

この会合の様子は、HMCの年次レポートの中に「極秘」として報告されてい
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る22）。文章から類推するとこの会合はブランケットの発案で設けられたようだ。

内容は、1）パートナーシップ、2）「マーチン・ルール」23）、3）コスト、

4）法人格、5）パートナーシップ計画、6）多元化社会の推進、7）高等教

育、8）カリキュラム、9）視察、10）教員養成の10点に要約され、最後にブ

ランケットが今後更に会合を持とうと提案したところで終わっている。HMC

の年次報告書にはそれ以降このような会合がもたれたことにっいての報告はな

いが、この会合は、私立学校制度の宿敵であると信じられてきた労働党が、私

立学校に対する態度の変化を示した、いわばイギリス版「歴史的和解」の会合

とでもいえよう24）。そしてこれこそ、新労働党のいう「パートナーシップ」で

あった。

第3節　ブレア新労働党政権（第一期）の教育政策

　1997年5月に誕生したブレア新労働党政権は、慣例として1998年4月までは

予算がすでに決定されているため自由度がほとんどなく、主要な準国家機関で

ある教育水準局（OfSTED）や教員養成局（TTA）、また資格とカリキュラム

当局（QCA）の長も保守党政権時代からのものがそのまま在職し、さらには

ナショナルカリキュラムの変更も2000年まではないとされていたため、自らの

政策を具体化させる各種法案準備にまずは専念する。これに加えて、慣例とし

て保守党政権時代に諮問に付されていた高等教育改革に関する委員会報告（通

称デアリング報告）を受け取り、対応することにもなっていた。

　新労働党政権はその教育改革を遂行するにあたり、前述の通り、教育政策は’

最善の経済政策であるという認識のもと、基礎学力の向上と「生涯学習社会」

への準備という明確な目的をおいたが、その優先順位は「生涯学習社会」の創

出にあったといってよい。そのため、新しいタイプの大学の創設を含む高等教

育・継続教育の拡大と参加者の増加、情報コミュニケーション技術

（lnformation　and　Communication　Technology－ICT）の活用と修得、「生

涯学習社会」創出から逆照射された基礎学力の向上という具体的な戦略が提案

される。っまり将来にわたって自学自習のできる、高い動機付けをもっ個人

（労働者）を作り上げるための基礎学力であった。そしてこれらを実現させる
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ための手段としては、基本的に、保守党政権下で導入されたナショナルカリキュ

ラムとテスト、評価、多様性、選択と各学校の自律性の尊重（LMS）、アカウ

ンタビリティの強調と情報公開といった体制と、新たにICTとこれら関係者を

結び付ける新しい「パートナーシップ」、あるいは「ステークホルダー」とい

うアイデアであった。一旦このように教育目的が明確化されたので、あとは従

来の教育関係者（学校やLEAのみならず、親や児童、生徒も含む）に対して、

その目的のために果たすべき役割をそれぞれ明確にし、再配置し、教育水準を

あげるためにありとあらゆる方策をとっているといっても過言ではない。また

この目的達成を妨げるものには「非寛容」で臨むという態度表明もなされた。

　これ以降では、新労働党政権第一期の教育政策がどのようなものであったの

かということを紹介していくが、その実態や評価については今後の課題という

ことにしたい。

（1）就学前教育と義務教育段階

　1997年総選挙のための選挙綱領で、就学前教育の充実と、幼稚園の一クラス

あたりの児童数を減らすことが盛り込まれていたが、この部分は、実は就学人

口の減少によってほとんど問題なく達成することが見込まれていた。さらにい

わゆるかぞえの5歳からの就学も財政負担をさほど増やさなくても可能であっ

た。

　1997年5月14日の国会開催におけるエリザベス女王のスピーチから類推する

と、援助席計画（APS）を廃止することによって、援助席計画に投資されて

いた費用を小学校低学年のクラス規模を削減することに振り向けること、教育

法案には教育水準を向上させるための諸方策、LEAと親の新しい責任、分権

化され、同等に組織された新しい公立学校制度の枠組み、教職の専門性を改善

する改革と、高等教育改革にっいてのデアリング報告への対応が組み込まれて

いるはずであった25）。小学校低学年のクラスサイズはとくに法案に盛り込まれ

るとは明言されていなかった。このうち援助席計画の廃止にっいては7月17日

に貴族院でそのための教育法案が否決され、一度は頓挫したようにみえた26）が、

最終的に7月31日に教育（学校）法として成立している。
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　新労働党政権の義務教育段階に対する教育政策にとって、最初の一歩は1997

年7月初旬に公刊された白書『学校における卓越性Excellence　in　schools』で

あり、その内容が基本的に具体化されたのが1998年7月24日に成立した1998年

学校水準と枠組み法である。同法は全145条別表32からなり、その主な内容は、

1）2001年度から小学校低学年のクラスサイズの縮小、2）LEAの責任の再

定義、3）教育アクションゾーン（EAZs）の導入、4）問題解決のための学

校への介入、5）国庫維持学校（GMS）の廃止と新しい公立学校の類型化

（ファンデーション、ボランタリースクール、コミュニティスクール）、6）入

学手続と定数の調整などであった。

　同法で注目されるものは、まず第一に国庫維持学校（GMS）の廃止があげ

られよう。そしてGMSは、ファウンデーションスクールとなるか、ボランタ

リーエイデドスクールになるか選択が出来た。両者の違いは、基本的には学校

評議会のメンバーの構成比にある。いずれにせよ、LEAとの関係が再び結ば

れることとなったが、通常の公立学校と比べれば、土地・建物の占有や自律性

という点からみればファウンデーションスクールにはかなりの自由度が保有さ

れていた。また、このファヴンデーションスクールという名称がなにがしか私

立学校的香りを醸し出しており、特別な学校といった意味合いを持っものとし

て批判するものもいる27）。ファウンデーションが、学校評議会ではなく、私立

学校の理事会を指す言葉であることが知られているからであろう。

　同法によって再定義されたLEAの役割は、1970年代までの「パートナーシッ

プ」原理で考えられていたときのLEAの役割とは全く異なることがわかる。

LEAは、それ自体が地方議会であるため、これまで中央政府は解散権を有し

ておらず、越権行為（Ultra　Vires）論や補助金政策を通じて統制していた。

前保守党政権は、学校にLMSを、さらにFASという代替物を導入し、　LEAを

弱体化させる方策をとった（第2章参照）。労働党は、LEAを復活させたもの

の、教育水準の向上という至上目的のために、学校ばかりかLEAの活動停止

をも明確に打ち出したのである。LEAはもはやかつての自由を奪われてしまっ

た。LEAはあくまでも中央政府に代わって直接当該地域の教育水準の向上の

ために学校を監督する役割が与えられたのである（第5条、第8条）。またこ
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の法定教育委員会に親の代表を参加させることも決あられた（第9条）。

　次に貧困地域の教育水準向上のために導入されたのが3年間の教育アクショ

ンゾーン（EAZs）である（同法第3章）。これはだいたい中等教育学校1、

2校と数校の小学校をひとまとまりとする貧困地域をいくっか選定し、そこに

企業、学校、LEA関係者らで構成される教育フォーラムを設置し、そこが中

心となって教育水準向上のための諸方策をとることとされ、追加的資金、追加

的人員配置などが政府から与えられると同時に、ナショナルカリキュラムと

1991年に制定された教師の給与と労働条件法の適用を免れるものであった。こ

れは労働党が従来から主張してきた社会正義としての平等にコミットするもの

として・保守党の教育政策とは明確に異なる点が評価されるものである。

EAZsに関しての研究は今では多々あり、実際にはあまり高い評価を受けてい

るとはいえない28）。現在では次の政策「都市における卓越性Execellence　in

cities」に発展し、2006年現在134地区が指定を受けている。そのうち33が以前

のEAZである29）。

　問題解決のたあの介入に関していえば、まず通常のやり方ではあるがLEA

に当該地域の教育開発計画を作成させ、教育担当大臣への提出をさせることに

なっているので、これがある種の自己目標の設定となる。学校とLEAにOfST

EDの視察が入る体制はひきっがれているわけであるが、その結果問題を抱え

ている学校と評価された場合、これまでは学校が改善計画を立てていた。1998

年枠組み法では改善計画への積極的な介入をまずLEAの権限として認めた。

たとえば改善が見られない場合には、学校の予算執行権を停止したり学校評議

会のメンバーの入れ替えを行うことができる権限をLEAに与えることにした

のである（第14条～第17条）。さらに同様の権限を教育担当大臣にも与え、さ

らなる介入も認めている（第18条～第19条）。第19条に至っては学校を閉鎖で

きる権限を大臣に与えている点が注目される。現実には一度閉鎖された学校は

人心一新されて再び開校されるが、これがフレッシュ・スタートと呼ばれる政

策である。

　最後に挙げた入学者定数とその調整にういてであるが、保守党政権下では学

校は施設が許す限り定数を増やして良いこととなっていたが、この法によって、
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当該地域の各学校の定数および選抜方法、選抜人数はまずLEAと当該地域の

学校長および教育関係者（例えば教会関係者など）でっくられる学校組織委員

会（school　organization　committee）の場で相談されることとなった（第24

条）。万一この委員会が合意に達しなかった場合や、適正ではないと思われた

ような場合、大臣が任命する仲裁者（Adjudicator）が最終的に定数の割り当

てを検討出来るようになった（第25条）。しかしながら、たとえば選抜者の比

率を25％に制限せよとした仲裁者の判定が気に入らなかったワンズワース区は

法廷闘争に持ち込み、裁判で勝利するという事例も起こっている3°）。

　新労働党政権はこのほかにもイニシアチブとして、たとえばモデル校計画

（Beacon　School　Programme）を提案している。これは1998年に導入された

ものであるが、2002年末までに1，000校認定される予定であった。現実には

2005年8月にこのイニシアチブは終焉を迎え、現在では中等教育学校には最先

端パートナーシップ計画（Leading　Edges　Partnership　Programme）、小学

校には戦略的学習ネットワーク（Primary　Strategy　Learning　Networks）が

これに代わる役割を果たしている31）。

　また前述の通り、行政手法として、省内にタスクフォース、あるいはユニッ

トと呼ばれるものを設置し、そこが個別のイニシアチブに対応するという形式

が取られた。迅速なる対応といえそうであるが、実はそれに伴い、分散した新

たな官僚群が登場しているのであり、これらのユニットやタスクフォースの間

で何らかの連携が図られているということは関係者の話だとないらしい32）。こ

の手法はその後も拡大していき、それぞれがホームページを開設しているし、

子ども・学校・家庭省のホームページからは直接行かれないようなものもあり、

複雑さを増している。この手法は、さらに首相官邸においても採用されており、

官邸と閣僚、各省庁との関係にも影響をあたえていることが今では指摘されて

いるが、これにっいても今後の課題とする。

　民間の活用は私立学校との友好関係に留まらず、1998年法で導入された教育

アクションゾーンへの企業参加、2000年の学習とスキル法（後述）で導入され

たシティアカデミーという新たなタイプの学校などにみられる。その背景には、

保守党前政権と同様に民間企業のほうが公的機関よりも効率的であるという信
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念があることは事実であるが、ひとっには、公的空間から逃げ出してしまった

ミドルクラスを公立学校の水準をあげることによって引きっけるという目的が

あったことが推察される33）。

　さらに別の目的として、教育の改善が見込まれない学校が主に貧困地域に多

く存在しており、そのような地域では、親、学校、教師のみならずLEAにも

人材がいないという現実に対処するために、あくまでも限定的に公立学校の活

性化のために民間企業および資本が導入されたということもできよう。たとえ

ば、シティアカデミーのアイデアはもともと1988年教育改革法のCTCにあっ

たが、有志（期待されているのは公益法人であるが企業でも可）が自己資金を

20％あるいは200万ポンド準備すれば、残りは全て国が公費援助することになっ

ている。ただし、貧困地域に設立されることが大前提で、1）授業料は課して

はならない、2）利潤をあげてはならない、3）ナショナルカリキュラムを教

えなくてもよいがOfSTEDの視察を受ける。4）選抜をしてはいけないし、入

学手続き方法は他の公立学校に準ずる、5）ある教科に特化すること（スペシャ

リストスクール）が条件である。2003年9月現在で12校が認可され、すでに開

校されている。さらに21校が設立準備中である。新労働党政府は2007年までに

53校、2008年までにロンドンだけで30校の設置を目標としている34）。しかしそ

の一方でこのアカデミーが通常の公立学校に振り向けられるべき公教育費予算

を食っているのだという批判もある。確かにアカデミー設置には200万ポンド

以上かかるのであり、政府支出は予定を遙かに超えているとの政府関係者の証

言もある35）。その後で導入されたスペシャリストスクール（特化学校）政策は、

不平等を拡大しているとの批判もある。なぜなら、教科間にはある種のヒエラ

ルヒーが存在しており、どの教科のスペシャリストスクールになるかというこ

とによって、成績においても格差が広がるというのである。たとえば、科学に

特化する学校とスポーッに特化する学校では科学に特化する学校の方が優秀で

あるというのだ。しかしこの問題を不平等問題で語ることはできるのかいささ

か疑問に思う。子どもの能力や才能を伸ばすということを考えれば、スペシャ

リストスクールは即座に否定され得ないだろう。もちろんスペシャリストスクー

ル自体は週に特化すると決めた教科の授業時間が数時間多いだけで、想像する
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ほど特化している訳でもない。これにっいても今後の課題としたい36）。

　教育内容にっいて附言すれば、最も注目されているのは、2000年のナショナ

ルカリキュラム改訂を見込み、新労働党政権が導入を提案したのはシチズンシッ

プ教育であろう。シチズンシップという用語それ自体は歴史的にも古く、通常

市民権と訳されるが、こと教育に関しては、とくに2002年からナショナルカリ

キュラムの一科目としてシチズンシップ教育が導入されたことによって注目が

高まったといえる。シチズンシップ教育の訳語には、市民教育、公民教育など

も当て嵌まるのではあるが、日本のこれまでの教科目名の関係から「市民性教

育」という訳語が定着しつつある。

　このシチズンシップ教育は、基本的には保守党政権下の個人化主義の社会に

対する悪影響を打破するために、かっギデンズの主張する活動的市民をっくる

たあに導入されたものと考えられる。また、次節で論じる地方自治体制度改革

とも関係してくるが、実際、（とくに若者の）地方選挙での投票率の低さが話

題になっていた。さらに生涯学習社会という共通の目的を実現するにあたり、

他の民族、他の文化、他の性、他の性向をもっ「他者」との良き関係の構築や

公正なアクセスを学校や職場などあらゆる場面において保障するための、キリ

スト教とは異なる新しい公衆道徳の必要があり、そのたあに導入されたという

ことも考えられる。実際のカリキュラム実践は当初混乱を極めていた。これに

ついてもまた稿を改あて検討することにしたい37）。

　またナショナルカリキュラムの10科目を強制的に全員が受けること、16歳時

に任意に受験するGCSEにっいて、できるだけ多くの生徒が受験することを奨

励すること、特化学校（specialist　school）の拡大、推進モデル校（Beacon

school）など様々な政策が打ち出されている。その背景に包摂的社会の主張が

社会正義として提唱されていることも忘れてはならない。

（2）後期中等教育の再編に向けて　　2000年学習とスキル法

　新労働党政権第一期の教育政策は、前述の通り、基礎学力の向上と生涯学習

を前面に打ち出したものである。義務教育段階については、すでに保守党政権

の下でナショナルカリキュラムやナショナルテストといった基本的な枠組みが
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完成していたので、どちらかというとその体制を精緻に、より洗練された形に

したということがいえよう。他方、16歳から19歳を対象とする制度の整備は、

長年の懸案事項であった。保守党政権時代でも前述の通り、デアリング卿率い

るSCAAの報告書が1996年に提出されている。さらにこれに引き続き、同じく

デアリング卿およびSCAAに対して高等教育改革の諮問が1996年5月に全党一

致で出された。この報告書は1997年7月23日に提出される。また、継続教育に

関してはケネディを座長とする審議会がすでに1994年に継続教育基金協議会

（FEFCE）を中心に設置されていたが、その報告もやはり1997年7月に提出さ

れた。新労働党は慣例に従えばこれらの諮問委員会の勧告内容に政策的に答え

ることになるのであるが、具体的に対応したのは2008年までかかったといって

もよいかもしれない38）。この間新労働党政権は自らの生涯学習社会の展望と明

確にこれらの報告書の提出を結びっけて、しかしながら自分たちの政策に合致

した構想へと変更を加えていく。

　こうして、新労働党政権の独自の取り組みといえば、むしろこの16歳から19

歳を対象とする教育と訓練の制度を如何に作り上げるか、ならびに高等教育レ

ベルの教育機会の拡大を実現するかという政策実施過程に表れているというこ

とができるので、ここではその過程をやや詳しく紹介する。

　まず1997年5月の総選挙のための選挙綱領の段階で、生涯学習に関しては以

下のように提案している。

　私達は、新しいかっ改善されたスキルを身にっけることを通して雇用

を確保するために、生涯を通じて学習しなければならない。私達は仕事

の場および継続教育機関の双方において成人の学習を促進する。

　学校やカレッジでは、厳密な水準と鍵となるスキルに支えられて、A

レベルの教育内容を広げることと、職業資格の水準を上げよう。

　雇用主は職に関連するスキルに関する被雇用者の訓練については第一

義的に責任を負う。しかし個人にもまた訓練に投資することができるよ

うな力が与えられるべきである。私達は個人がスキルを獲得することが

できるように訓練費用用の個人学習口座（lndividual　Learning
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Accounts）を公費で開設する。最大百万人を対象に、　TEC経費の1億

5千万ポンドをこれにあてる。そのほうがTECに使われるより有益で

あり、個人には150ポンドが支給されることになるし、個人の追加投資

も認める。雇用主はこれらの資金に寄付することが奨励される。私達は

小規模の企業に対して「人々に投資する会社Investors　in　People」イ

ニシアチブ（実際には組織を表彰し、表彰された組織はその認証マーク

を公表する）を拡大することを約束する。

　私達の提案する新しい産業のための大学（the　University　for

Industry－Ufl）は、オープン・ユニバーシティとの共同であるが、自

分たちの潜在能力をさらに開発したいと望む成人のための新しい機会を

提供する。これによって、政府、企業、教育がともに新しいテクノロジー

をスキルと教育の開発に活用するための新たな資源を創出するだろう。

UfIは、官民パートナーシップ（PPP）で設立・運営され、生涯学習を

拡大することにっながるソフトとなり、様々なリンクを発展させるであ

ろう39）。

　個人学習口座と産業のための大学の設立がまず公約に盛り込まれていること

をここでは確認しておく。前者はr社会正義』で提案されていた学習銀行構想

からのものであるが、産業のための大学（Ufl）はこの選挙綱領において初あ

て登場する。

　総選挙後すぐの6月にブランケット教育雇用大臣が継続教育と生涯学習に関

する全国諮問委員会（the　National　Advisory　Group　f壁Continuing　and

Lifelog　Learing：議長フライヤー）を設立し、生涯学習の在り方について白

書を準備するたあのアドバイスをすることを諮問した。同委員会は同年11月に

『21世紀のための学習Leαming　for　the　Twenty－’rfirst　Century』という題名

で、第一報告書を提出する。これは「学習とは宝物である」というメッセージ

を携えて、今後5年間のこの分野に関する政策にっいての提言をまとめたもの

で、すでに導入が政府によって明らかにされていたニュー・ディール、産業の

たあの大学（Univeristy　for　lndustry－Ufl）、個人学習口座の開設、学習ナ
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ショナルグリッドなどの提案を歓迎しながらも、依然として学習社会とはほど

遠いイギリスの現状を問題視するものであった。そこで、学習社会という文化

を形成することを主眼におき、1）戦略的枠組み、2）態度における革命、3）

参加と達成の拡大、4）家庭、地域社会と労働、5）単純化と統合、6）パー

トナーシップ、計画と協働、7）情報、アドバイスとガイダンス、8）新しい

データ、目標そして水準の設定、9）放送とコミュニケーションの新技術、

10）資金と財政といった10領域の提言をまとめている4°）。

　また、二っの文書『ニューミレニアムのための継続教育Further　Educαtion

for　the　NeωMillennium』、およびr21世紀のための高等教育Higher

Educαtion　for　the　21stσentury』を1998年3月に発表している。これらはそ

れぞれケネディ報告、デアリング報告に対する新労働党政府の解答といったス

タイルを前面に打ち出したものであった。

　政府は1998年7月に、緑書『学習時代一新しい英国のためのルネッサンス

Leαming　Age一αrenαissαnee／brαneω　Britαin』を発表した。緑書という

のは、法案を作成する一番最初の段階の協議文書である。同書の内容は、以下

のように要約することができる。

1）2002年までに高等教育及び継続教育の定数を50万人増加させる。

2）産業のための大学（University　for　Industry－Ufl）を1999年内に創設す

　ることによって学習を身近なものとする。

3）個人学習口座の開設。総額1億5千万ポンドで百万人分を開設。

4）16歳以降の学習を奨励するための投資。

5）2002年までに50万人以上の成人に対する識字、計算スキルの向上を支援す

　る。

6）教授及び学習における水準の向上

7）スキルと資格に関する明確な目標の設定と公表。

8）分かりやすい資格制度の構築。職業準備教育と学術的教育を同等のものと

　して評価し、雇用主および個人のニーズに合致させ、より高い水準を推進す

　る。

　緑書は、現在必要とされる労働力とは、創造性と自信をもっていること、ま
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た変容可能な多様なスキルをもっていることだとし、教師と訓練者はこのよう

なスキルを獲得することを援助するものであると明言している。そしてこういっ

た内容に関して、1998年7月24日までに意見を寄せるよう関係者に呼びかけ

た41）。

　この緑書の目玉のひとっは、個人学習口座の開設であり、もうひとっは産業

のための大学（Ufl）の設立である。個人学習口座は実際2000年9月に導入さ

れ、2001年10月までに250万ポンドが投入され、9000団体が学習センターとし

て登録された。しかしながら、一部の団体による補助金の不正使用が発覚し、

2001年11月にこの計画自体が廃止されている。また悪質な団体は摘発され、裁

判にかけられ、有罪が確定している42）。また産業のための大学（UfI）のアイ

デアはそもそも1991年の労働党大会で影の蔵相ゴードン・ブラウン（当時）が

行ったスピーチで公表されたものである。それによるとこのUflは従来の高等

教育を提供するのではなく、職業を基礎とする学習の機会を提供することに特

化し、インターネットやコンピュータといった情報技術・器機を最大限活用し、

既存の学習機関の領域を侵すことなく、新しいスキルと訓練サービスの全国的

なハブとして、また新しいデータやソースを集積することを目的として、すべ

ての人々にアクセスを保障するように、設立されるというものであった。さら

にこの提案を受けて、労働党シンクタンクである公共政策研究所（lnstitute

for　Public　Policy　Research－IPPR）では、ヒルマン（Josh　Hillman）が中

心となってUflの可能性にっいての検討プロジェクトを立ち上げている。その

報告書は1996年に出版され、そこでは個人学習口座の開設や、学習バンク制度

などが提案されていった43）。その後IPPRとサンダーランド大学との共同で、

継続教育カレッジ三校、継続教育機関基金協議会（FEFCE）北部支部からの

援助を受けて、1997年からどの程度ニーズがあるか、またどのようなニーズが

あるのか、電話やインターネットを通じて、問い合わせが何件あったか、実際

にどのようなコースなら参加したいかなどといった調査が行われた44）。この報

告書自体は1998年12月にまとあられたが、それがでることを十分承知した上で

政府は1998年に緑書で提案を行ったのである。

　緑書は全体のスローガンを学習文化の確立におきっつ、Uflにっいては具体
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的に第一章第三節において論じている。それによると、テレビやCD－ROMな

どを活用して、また地域に設立されるセンター（この場にはUflにアクセスで

きる設備が配置される）を通じて、職場でも地域社会でも家庭でも学習できる

ように環境を整えることを目的として全く新しい機関としてUflは設立される。

政府はPPP（官民パートナーシップ）の枠内でUfIに補助金を交付する。雇用

主と被雇用者との希望する学習内容の食い違いなどを解消することなどが提案

されている45）。これをうけて1998年には実際に産業のための大学（UfI）は有

限会社として設置されることになった。その後UflはLeanDirectを立ち上げ、

e－learningのネットワークを張り巡らしている46）。2008年9月現在、イングラ

ンドに9カ所、ウェールズ、北アイルランドにそれぞれ1ヵ所存在している。

　その後、1999年になると、5月には先の緑書への回答をまとめた『学習時代

　　回答　The　Leαrning　Age－The　Response』、　r学習時代一知識のヨーロッ

パにむけて　The　Leαrning　Age－－To　tvαrd8αEurope（）f　Knowledge』（ヨー

ロッパ連合生涯学習大会でのブレアの演説）が発表されている。なお、『学習

時代一回答』においては、政府の提案が概ね関係者によって歓迎されたとあり、

基本的にこれにそって次の段階である白書が作成される。このプロセスのなか

で、いっものことながら、反対論は一部取り入れられるといった形で懐柔され

ていくのである47）。

　1999年6月に、白書『成功のための学習Leαrning　to　Succeed』が公刊され

る。この白書に対しても政府は関係者、その他一般の人々から意見を募ってい

る。同白書は、1）あらゆる人に対して利益となるような生涯学習への投資、

2）学習へのバリアを下げること。3）人々をまず第一に考えること、4）雇

用主、被雇用者、地域社会の間で責任を分担すること、5）世界水準と投資し

た額に見合う価値（VfM）を達成すること、6）成功の秘訣は協働にあるこ

と、以上7点を緑書で提案したことに多くの賛同が得られたと指摘し、全国学

習目標（National　Learning　Targets）の設定が1れを保障するとしている。

しかしながら、財源不足や関係者の創造力の欠如がなかなか結果をもたらせて

いない。独立した視察制度も重要であろう。そこから1）卓説性と参加を推進

する変化であること、2）雇用主は、16歳以降の教育と訓練に対して実質的な
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貢献を為すこと。3）制度は学習者主導でなければならないし、個人、産業界

そして地域社会のニーズに応えるものでなければならない。4）教育、訓練、

スキル獲得機会への平等のアクセスがもっとも重要とされなければならず、教

育の機会均等がこの制度の主要な原理となるべきである。5）あらゆるレベル

でもアカウンタビリティ、効率性、誠実性が、とくに教育の機会均等を根幹と

して、優先順位を与えられなければならない。6）人々は、良きアドバイスと

ガイダンスという形態での支援を受けることへのアクセスを持つべきであり、

必要であれば、財政的支援も得られねばならない。7）アカウンタビリティ、

効率性、誠実性はどのレベルにおいても推進されなければならない。

　そして、こういったことを成功させるために、1）継続教育基金協議会と訓

練と企業協議会（Training　and　Enterprise　Councils－TECs）に代わって、

新たに学習とスキル協議会（Learning　and　Skills　Coundil）を設置し、ここ

が、継続教育カレッジへの補助金支出、教育と訓練目標に関する全国諮問委員

会から提案されている全国学習目標に関して政府に助言し、2）産業のための

大学（Ufl）との密接なリンクを持ち、3）現代徒弟制、全国訓練生制度その

他の国庫補助金支出対象の訓練と企業協議会（TECs）主宰の訓練への補助金

支出と、4）LEAと共同しての、成人および地域の学習のたあの整備を行い、

5）生涯学習を担当する視学官の設置などが提案された。さらに具体的に学習

とスキル協議会（LSC）は、2001年4月には設置することとし、これは二つの

委員会から構成されること、50程度の地方LSCネットワークを通じて活動する

こと、これら50の地方LSCはもう一っ別の委員会によって監督されることとし

た。また地域での学習パートナーシップがζの制度の核心であることが宣言さ

れている48）。

　基本的にはこの内容が法案として、1999年12月16日に国会に上程された。そ

して同法案は学習とスキル法（Learning　and　Skills　Act，　Ch．21，2000）とし

て2000年3月に成立する（但し正式に女王が認あるロイヤル・アセントは7月

であった）。

　さらにこの間においても、政府は『学習とスキル協議会設立趣意書

Leαrnig　and　Sleills　Council　Prospectus』を1999年12月14日に、また2000年2



72

月3日には『コネクションズーすべての若者に最善のスタートを

σonneacions－the　best　stαrt　in　life　for　every　young　person』を公表し、新し

いユースサービスのための準政府機関として、コネクションズおよび地方コネ

クションズの設立を宣言した。このコネクションズ（Connextions）の地方支

部の数と地方LSCの数はほぼ一致している49）。

　他方、全国継続教育と生涯学習諮問グループの第二報告『学習文化を創造す

る：学習時代を達成するための次のステップCreαting　Leαrning　Cultures’

Nesc　t　Steps　inoAchieving　the　Leαrning　Age』も2000年10月に提出されてい

る50）。

　ところで2000年の学習とスキル法（全文156条別表11）の内容は以下の通り

である（（）内の数字は条項を表す）。

　第一部ではまずイングランドを対象とする学習とスキル協議会を12名以上16

名以下で設置する。議長は教育雇用大臣の任命とする（1）。協議会は16歳以

上19歳未満の青少年を対象として、彼らに適切な教育、訓練、余暇の設備と機

会を与えなければならない（2）。従来のシックスズ・フォームに関する補助

金は同協議会からLEAに対して交付される（4）。これに関連してこれまでの

イングランド継続教育基金協議会（FEFCE）は廃止される（89）。地方に学習

とスキル協議会（Local　Learning　and　Skills　Council）を12名以上16名以下で

設置し、委員は大臣の承認を必要とする。うち一名を議長として大臣が任命す

る。地方LSCは、地域のその他の機関、　LEAや地域発展に関わるエージェン

シー（Regional　Development　Agencies　Act，1998で設置）と協議をしたのち、

財政年度に合わせて所管の地域の年次計画を作成する。計画には地域の諸機関、

議会、雇用者らの意見を反映させる必要があり、全体としては中央のLSCによっ

て承認される必要がある（22）。

　第二部はウェールズに対する同様の規定であるため省略する。

　第三部はイングランドにおける視察に関してで、新たに9名の成人教育視学

官を教育雇用大臣が任命し、うち一人を主席とすること（55）、視学官の権限

などにっいての規定、報告書の結果が悪い機関に対しては改善計画を提出させ

ること（58）、Ofsted主席視学官との関係、所管の整理、義務制の査察との協
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働査察にっいて（69、70）などである。

　第四部は再びウェールズに関する規定である。残りの部分は、イングランド

以外の地域に対する同法の制限などが書かれてある。

　第五部ではイングランドの規定以外の職業資格に関する承認の手続きにっい

てである。その他の部分は、他の教育法と変わりなく、以前の教育法での問題

点を改正するというやり方が踏襲されており、性教育に関する条項が注目され

る。また保守党時代に導入が奨励されたシティテクノロジーカレッジが一層拡

大されて、シティカレッジとアカデミーという新しい学校タイプが導入された

（130）。

　さて、以上のように、同法によって、従来のシックスズ・フォームはLEA

の管轄というよりもこのLSCの管轄となり、16歳から19歳の教育と訓練に関す

る地方当局が新たに登場したということがいえる。地方レベルでのこのような

協議会が設置されることによって、地域の産業と学校との関係がさらに密接に

打ち立てられることになった。

　この領域に対して新労働党政権がとった戦略は、諮問委員会報告や政策文書

の公表、事前の協議の活用（法案の議論に先だって批判を懐柔する）、法律に

する前に行政手続きでできるものは事前に導入し、法律成立の土台を作り上げ

ていたことがまずあげられる。ただしこれらの戦略はイギリスの慣例といって

もよいだろう。ただこの間の新労働党政権の戦略はこの協議のプロセスがイン

ターネットを活用し、大規模に、かつ詳細になされていることに現代的な特徴

があるといえよう。さらに、一っの政策に対してひとっの中央機関とそれを支

える地方機関、教育雇用層内部の担当部署をユニットという形で設置するとい

うやり方がとられている。そして全体としては全国的な目標設置と補助金交付

方法とを対応させるという、品質保証国家の政策の実施過程をみることがで

きる。

（3）高等教育の再編に向けて

新労働党政権はまた、高等教育の機会拡大も重視している。しかしながら、

デアリング報告が提案した勧告がそのまま実行された訳ではない。以下順を追っ
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てみていく。

①1998年教育（学生ローン）法

　新労働党政権誕生後すぐに提案された教育法案の一っで、これまで公的機関

（LEAなど）が提供してきたローンを民間に業務を委託するというものであり、

有利子のローンへの組み替えを意図したものであった。

②1998年教授と高等教育法

　同法では、まずは長年の懸案事項であった教師のための一般教授協議会

（General　Teaching　Council）の設置が規定された。また校長が資格職となり、

新採教員には初任者研修期間が設けられた。さらに大学での授業料徴収が導入

されることを前提として、高等教育および継続教育に在学する学生に対する財

政的支援制度の整備が計られた。また就業中の16歳から18歳の若者に対して、

雇用主が学習のための機会を保障することを規定している。さらに大学（uni－

versity）という名称は勅許状を受けた機関あるいは枢密院によって認められ

たもののみが使えることになった。

③品質保証局（Quality　Assurance　Agency－QAA）の動向

　1999年、QAAが中心となった協議文書が出される。実際にはデアリング勧

告のうち、いわゆる多様な学生に対する政策の具体化の検討は、新労働党政権

ではなく、QAAが行ったということがいえる。その根拠として、先の労働党

諮問委員会の存在、およびHEFCEの対応が挙げられる。こういったことから

も、新労働党政権の初期の高等教育政策は、既存の高等教育をいかに拡大する

かといった方向性よりも、成人教育の充実といった方向性が試行されていたと

予想することが出来る。

　2000年QAAはr概要報告　Summαry　Report』rPDPに関する政策宣言

Policy　Stαtement　on　PDP』の発表を行い、個人の発達記録としてのPDPを大

学で活用することを奨励し始める51）。

　つまり、新労働党政権初期の高等教育政策は、直接既存の高等教育機関に働

きかけてなにかするというよりは、新しい大学構想（UfDにあり、デアリン

グ報告が勧告した高等教育機会の拡大、それに伴う新しい学術的資格（勧告の

用語を使えば、サーティフィケート（1年間）およびディプロマ（2年間））
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の導入を既存の大学で行うというものではなかったことが確認できる。また、

当時ヨーロッパで問題とされていた高等教育機関に対するアカウンタビリティ

の要求なども具体的に検討された訳ではなかった。他方、デアリング報告にお

いては、高等教育機会の拡大に伴う新しいタイプの学生の登場、すなわち率直

に言って水準の低下が見込まれたわけであるが、そういった学生をドロップア

ウトさせないたあの方策としてのPDPなどの発展は、高等教育機関に対して

その教育水準や内容を保障させるために保守党政権のもとで設置された準国家

機関であるQAAが独自に開発を手がけることになったということがわかる。

　④中央政府の動向

　2000年3月に中央にファンデーション・ディグリー・グループ（FDG）が

設立され、このグループがファンデーション・ディグリー新設の可能性を検討

し、教育雇用省（当時）、HEFCEに対してアドバイスをすることになった。

さらに2000年7月に、高等教育担当副大臣（当時）テッサ・ブラックストーン

の署名入りで、『ファンデーション・ディグリー設立趣意書Foundαtion

Degree　Prospectus』が明らかにされた。ここではファンデーション・ディグ

リーを2年間の高等教育資格と位置づけ、中間管理職、中間層技術者の養成を

念頭においたものであることが明確にされた。そしてこの学位を新設するたあ

の試行を2001年度に補助金500万ポンドでもって行うとし、応募を募った。そ

の際、このプログラムの提供母体は連合体（consortia）が望ましいとされた。

実際、21コンソーティアが設立され、40ものプログラムが提供され、試行が行

われた。その結果にっいて2002年10月に報告が出されている。コンソーティア

として参加した大学は、そのほとんどが1992年継続教育・高等教育法後大学と

なったところが多いというのが特徴的である52）。

第4節　新労働党政権の地方自治体政策

　ブレア新労働党は、1997年の総選挙に勝利する前から、地方自治体改革を、

教育改革と並んで重視していた。それは新労働党の「第三の道」政策を実現す

るにあたって、地方自治体制度の「現代化」が大きな鍵となると見なされてい

たからである。もちろん地方教育行政機関としてのLEAの見直しも、この地
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方自治体制度改革の一端としても含まれていた。

　1980年代の地方自治体は、すでに述べたように基本的に行政と立法を兼ね備

える多目的行政機関であり、法定委員会が実質的な政策を決定していた。事務

局はDirectorによって統括され、そのもとに各委員会に対応する事務局が存在

していた。たとえば教育の場で言えば、この議会全体がLEAであり、そのも

とに法定の教育委員会（Education　Committee）があり、事務局としてはEdu－

cation　Department（教育局）が一部局として存在し、その長がDirector　of

Education／Education　Chief　Officeである。法定委員会には課税権がないため、

教職員の定数、公教育費予算などは議会の決定に従うが、それ以外の教育に関

する政策などは法定委員会であるECで決定されていた。実際には委員長と

DoE／ECOが中心的役割を果たしていたのである。

　1970年代から財政危機に直面していたイギリス政府は、IMFからの貸し付

けを受けるために行政改革を行わざるを得なかった。地方財政もまた支出を抑

えなければならなかった。そのためサッチャー政権及びそれに続くメージャー

政権のもとで、地方自治体財政は様々な制約を受けてきたが、それでも地方自

治体財政の赤字は中央政府の制約を超えて拡大してきたのである。それは地方

自治体が地方税課税権を有していること、地方債等を比較的簡単に発行できた

ためであった。たとえば、1997年1月20日付のデイリー・テレグラフ紙による

とその実態は以下のようなものであった。借金額第1位バーミンガム12億1800

万ポンド、第2位マンチェスター12億500万ポンド、第3位ランベス（ロンド

ン）9億2900万ポンド、第4位イズリングトン（ロンドン）8億6700万ポンド、

第5位リバプール8億200万ポンド、第6位シェフィールド8億100万ポンド、

第7位サザウォァク（Southwark）（ロンドン）7億8600万ポンド、第8位ハッ

クニー（ロンドン）7億6100万ポンド、第9位リーズ6億9600万ポンド、第10

位タワー・ハムレット（ロンドン）6億5700万ポンドであった。これだけでほ

ぼ90億ポンド（1ポンドを200円とすると1兆8000億円）となる。これらの地

方自治体はほとんどが労働党支配の地方自治体であった。

　「第三の道」路線を訴えていたブレアは、こういったいわゆる「ルーニー・

レフト」との対決も行わなければならなかったのである。以下この節では2001
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年までのブレア政権第一期にどのような地方自治体政策がとられていったのか

を、主に文献、政策文書から見ていく。

（1）1997年選挙綱領

　ブレアの主張する「第三の道」地方自治体構想は、以下のようなものである。

まず「現代化」をキイワードとする1997年の選挙綱領では、中央統制と官僚制

を批判して、地方分権と官僚制を軽減することによる民主化を進あることが盛

り込まれていた。同綱領ではメージャー政権下で政府の負債が二倍になったと

批判して、新労働党は民間とのパートナーシップを拡大することにより、支出

を削減することのほかに、税制の見直しを提案している。そして「地方自治体」

の項目では以下のように述べている。

　地方の政策決定は中央政府による強制を弱められるべきである。そし

てまた地域住民に対するアカウンタビリティを高めるべきである。我々

は経済的、社会的環境上の福祉を高めるよう新たな義務を地方参事会に

課す。参事会は地域住民、産業、ボランティア団体とパートナーシップ

で協働すべきである。これらのパートナーシップを締結するために必要

な権限を付与される。より多くのアカウンタビリティを実現するたあに

一定の比率で毎年改選が行われる。都市部においては選挙で選ばれた執

行力を持っ首長というアイデアをパイロット的に実施することを含めて

民主的な試みを地方自治体が行うことを奨励する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
　普遍的な厳しい地方税上限設定制度は廃止されるものの、中央政府は

地方税増税にっいての制約権限を有することとする。

　地方の産業界の批判は地方自治体にとって決定的である。原則的に、

法人税は地方で設定され、全国的ではないという健全な民主的理由があ

る。我々は産業界との協議なしに法人税を決定することは出来ないとす

る現行制度を維持する。

　保守党支配のウエストミンスター区への政府の補助金をっぎ込むこと

は、現行の補助金制度の不公正さを露わにするものである。労働党は政
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府の補助金の公正な分配を行う。

　地方自治体によるサービスの基本的な枠組みは、こと細かなものでは

ないが、中央政府によって決定される。参事会は単にこういったサービ

スを保守党政権が導入した強制競争入札（Compulsory　Competitive

Tendering－CCT）にかけるべきではなく、ベスト・バリューを獲得す

るように要求しなければならない。我々は、高品質であるためにサービ

スは民営化されなければならないという教条的な見方を拒否する。しか

し同様に我々はもしも他の方法がより効率的であるという場合において

もサービスは直接配給されるべきだということにっいて何ら合理性を見

出さない。経費も問題だが品質も問題なのである。

　各参事会はサービス改善のための目標を設定した地域業績計画を公表

することが要求され、それらを達成することが要求される。監査院には、

業績と公立を促進するためのさらなる権限が与えられる。その助言につ

いて、政府は必要があれば失敗を救済するために全権のマネージメント・

チームを送る。

　労働党支配の参事会はローカル・アジェンダ2153）、1992年地球サミッ

トから生まれた地域の活動のための国際的枠組みであるが、そのもので

環境に関するイニシアチブの最前線にたってきた。労働党政府は、地方

自治体が自分たちの環境を保全し、改善していくための計画を作成する

ことを奨励する。

　地方自治体は、収奪に反対する闘争を先鋭化する。都市部の貧困問題

を改善すると約束した保守党政権が10年続いた結果、貧困と社会的分断

は都市部もさらには郊外においても同様に苦しめ続けてきた。労働党政

府は地方自治体と共に社会的、経済的衰退、すなわち失業、劣悪な住居

環境、犯罪、健康状態の悪さ、劣悪な環境といった多重の原因に対する

取り組みを行うであろう54）。

　またこの段階では公選制の首長はロンドン市にのみが提案されていた。それ

はヨーロッパ諸国で首都に首長がいないのはロンドンだけであることや、保守
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党政権の下で大ロンドン行政府が廃止され、解体されたことから、ロンドン全

般に関わる道路、経済、警察、環境、再開発などといったことが検討され、計

画される必要があるからであるとされている。また総選挙に新労働党が勝利し

た場合、スコットランドおよびウェールズの自治権を高めることが約束されて

いた。

（2）トニー・ブレア『先導する一地方自治体に対する新しい未来像Leαding

　　the　Wαy－A　neωvision　for　locα1　government』（IPPR　1998）

　まず巻頭の「政府の命令」という節では、地方自治体制度改革を行う理由と

して、1）明確な方向性を欠いた地方、2）地方サービスの供給がバラバラで

あり重複していること、3）地方サービスの質のばらっきを挙げ、その対応策

として、以前の地方自治体によるサービスの供給という形態に戻ることなく、

「明確な方向性を打ち出し、官民のパートナーシップを組織、計画し、質の高

いサービスを保証することによって、リーダーとしての役割を果たすことに焦

点をおく」ことを明言している。そしてくの新しいリーダーとしての役割を果

たすためには、以下の4点を主張する。

　　1）新しい民主的正統性。英国は地方選挙への投票率がヨーロッパで最下

　　　　位である。そしていくつかの地方自治体は地域住民の参加や協議が実

　　　　現している。我々は、ショッピングモールなどに投票箱をおいたり、

　　　　郵送にしたり、週末に投票を行ったりすることなどを通じて、もっと

　　　　投票をしやすくする。地方自治体はまた、調査、陪審員制、その他の

　　　　手段を使って地方政治に参加しやすくすべきである。このプロセスを

　　　　奨励するもう一っの方法としてレファレンダムを導入するというのも

　　　　ありうる。

　　2）活動の新しい方法。ほとんどのひとが地方自治体のリーダーの名前を

　　　　知らない。委員会制度はリーダーシップを奨励するよりもそれを抑制

　　　　し、時間の浪費を招来している。根本的な治療が必要である。地方自

　　　　治体は地方議員の執行部とそうでいない部分を分離すべきである。公

　　　　選制の首長と内閣の任命は、強力で明確なリーダーシップを発展させ
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　　るたあに活用されるべきである。その他の議員は、決定を精査し、業

　績を監督し、選挙民と地域の団体を代表するという側面において力を

　発揮すべきである。

3）新しい原理。ほとんどの議員と公務員は正直に一生懸命働いている。

　　しかし一部の問題のある人々に対してはより厳しい職務規程（code

　of　conduct）と独立調査、真剣な申し立ての決定が必要となるであろ

　　う。参事会はまた、効率的であり、住民が質の高いサービスをうけら

　　れるよう保証すべきである。政府のベスト・バリューの枠組みは、そ

　　れを助けるだろう。しかし、それはかなり要求が高い。そして政府は

　　もし参事会が自分たちの業績の改善が出来ない場合には介入するだろ

　　う。

4）新しい権限。地方当局は、民間とのパートナーシップによってますま

　す問題に取り組んだり、サービスの供給を行ったりするだろう。政府

　　はすでに参事会に対して、保健、青少年に対するサービス、犯罪減少

　　のためのパートナーシップを組むたあの新しい権限を与えることを計

　画している。地方自治体の財政においてさらなる自由裁量権を持たせ

　　るかどうか、持たせるならどのように、という点にっいて協議が始ま

　　るだろう。そして業績の良い参事会は地方の問題を解決する新しいイ

　　ニシアチブを開発するたあのより一層の自由と権限を与えられること

　　になるだろう（pp．2－3）。

　そして次の「中央政府は現代的地方自治体を必要とする」という節では、あ

くまでも協力を仰ぐ形ではあるが、政府の公約を実現するために地方自治体が

やるべきこととして、その一番目に地方教育当局としての地方自治体の役割が

明記されている。

1）我々の最優先課題は教育水準の向上にあるので、これを実現するため

　　には地方自治体にその役割を果たしてもらう必要がある。ただし以前

　のように学校を経営したり、学校がすでに責任を果たしているところ
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に介入したりするのではなく、当該地域の目標を定め、教師、学校評

議会メンバー、親たちとともに失敗している学校や業績の上がらない

学校の改善を図るために協力するというようなことによってである

（P．6）。

　以下、「福祉から雇用へ」計画、犯罪防止・減少、NHSの待ち時間減少と入

院手続の簡略化、ビジネス界との協働による経済発展、包摂的社会の構築、ロー

カル・アジェンダ21の実現、交通機関の現代化などがあげられている。そして

この節の最後において、

　多くの地域において、参事会はすでにこういったことを理解している。

教育当局はますます学校とのパートナーシップを強め、小学一年生の児

童にかなりの支援を行い、親とのつながりを強め、とくに問題を抱えて

いる子ども達には特別な目標を設定することによって、識字においての

改善を果たしている（p．7）

とし、教育以外の事例としてはポーッマスの高齢者対策、リーズの職業安定政

策などを挙げている。

　次節の「古い根と新しい役割」では、明確に地方自治体の存在意義を「現代

化と革新のエンジン」と位置付けている。

　また「三っの主要な挑戦」という節では、この文書の最初に挙げられていた

改革理由の3点それぞれの実態が詳しく描かれ、「新しい地方自治体一第三の

道」という節で期待される地方自治体像が詳しく述べられている。それによる

と「新しい地方自治体の核心はリーダーシップ」にあり、そのたあには、1）

地域にあったビジョンを開発すること。2）パートナーシップに焦点を置くこ

と。これはこれまでのすべてを行う多目的機関としての地方自治体ではなく、

すべてを官民パートナーシップで広げていくことを目指すという意味である。

3）質の高いサービスを保証すること。健康的な犯罪の少ない住環境の整備、

質の高い学校教育などを供給することによって地域への帰属意識も高まるとし
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ている。

　そして「新しい地方自治体は新しい正統性を必要とする」というところでは、

地方の民主主義の復活を目標に掲げ、具体的にはまず投票率の上昇を如何に達

成するのか、地方自治体が計画を立てるべきであるとしている。またそれと同

時に、従来の立法と行政を兼ね備えた法定委員会制度方式（＝参事会）を見な

おし、公選制の首長（行政と立法の分離）の導入を提唱する。その他にも議会

内部でのある種の責任内閣制の導入も可能性として開かれたものとされ、その

他の方法も含めて地方が決めればいいという形で提案されている。

　このように地方自治体の権限や制度を改革する提案がされたわけであるが、

他方、中央政府との関係はどのように想定されていただろうか。

　中央政府は地方自治体による権限の悪用や誤った実践に対しては非寛容で臨

むとした上で、以下のように述べている。

　中央政府は、すべての地方当局に対して基準の枠組みを提案する。全

国的モデルに準じて各地方自治体は自分たちの経営規則（code　of　con－

duct）を作成する。これには誤った実践に対して、迅速なかっ独立し

た深刻な異議申し立ての調査と決定という規定を含むものである（p．19）。

　この全体の枠組みを支配する考え方はベスト・バリューであり、これは保守

党政権時代のバリュー・フォア・マネー（VfM）のうち強制競争入札制度

（Compulsory　Competitive　Tendering－CCT）の部分を廃止して、新労働党

によって新たに追加されたものである。このベスト・バリューを支えるのが4

っのCといわれたものである。すなわち、1）challenging（挑戦のC）、2）

consulting（協議のC）、3）comparing（比較のC）、4）competing（競争の

C）である（p．19）。競争入札という安ければよいというのではなく、質が重

要であるということを強調するためにベスト・バリューという用語が使われて

いるのである。

　そしてここでもまた政府はこういった目的を実現するのに失敗した地方自治

体には非寛容の態度に出るとして、直接的介入も辞さないと明言している。
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　地方自治体は、国家的目標に準じて地方での目標を設定し、それを実現する

ためにある種の権限と財政上の自由が与えられる。地方行政の効率化や権限の

強化は、これまでの行政と立法を兼ね備えた多目的機関としての参事会・法定

委員会制度方式ではなく、首長（行政）の独立方式か、責任内閣制方式といっ

た新たな方式が提案されている。さらに地方民主主義の再建として、地域住民

の参加、地域のビジネスの参加と協働、また公費支出の効率性や全体としての

抑制を意図する官民パートナーシップといったものが浮かび上がってくるが、

こういった地方自治体改革は、すでに明らかにした教育の場において展開され

てきた「品質保証国家」の枠組みが全面的に適用されていることがわかる。

　教育の場でいえば、LEAはもはや以前のLEAではなく、あくまでも国家目

標に準拠した地方の目標を地方の実情に合わせて設定し、モニターし、改善に

取り組む役割へと「改革」されているのである。さらに首長制や責任内閣制の

導入によって、LEA＝EC制度は見直されることになり、自らが当該地域の教

育政策を決定できるわけにはいかなくなることが十分予想された。

　こういった内容は現実には1998年3月に公表された緑書『地方自治体の現代

化Modernising　Locαl　Govemment』、7月に公刊された白書『現代的地方自

治体一地域住民との触れあい　Modern　Locα1　Government　－In　Touchωith

People』55）でさらに展開され、最終的には1999年地方自治法に帰着する。

（3）エドワード・ウッド「イングランドにおける地方財政』（Reseαrch　Pαper

　　98〈106，1Dec．1998，　House　of　Commons　Library）

　これは、国会議員向けの資料として発表されたものである。ウッドは、現状

として、イングランドの地方自治体はその収入のほぼ80％を中央からの補助金

に依存していることを指摘している。また中央政府からの支出方法としては、

1）歳入支援補助金（Revenue　Support　Grant　一一RSG）、いわゆる一括補助

金型。2）統一ビジネス税（Uniform　Business　Rate　－UBR　またはNatio－

nal　Non－Domestic　Rate－NNNDR）、これはビジネス税からの再分配。3）

特定補助金という3っがある。政府の1998年白書の提案は以下のように要約さ

れている。1）UBRは維持、2）一律のキャッピングは廃止、3）柔軟なキャッ
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ピングの導入、4）3年間分の補助金交付、5）カウンシル・タックス・ベネフィッ

ト（Council　Tax　Benefit：地方税の不足分を個人に対して援助するもので生活

保護を受けているものなどは100％交付）への補助金には上限（キャッピング）

を設ける。6）民間財政イニシアチブ（Private　Financial　Initiative－PFI）

を含む資本会計制度の改革である。3年分の補助金を交付するにあたって、基

準支出査定（Standard　Spending　Assessment　－SSA）の計算方法を基本的

には減額の方向で変更することになったため、いくっかの領域で減額されるこ

とが問題となっていることも同時に指摘されている。

　教育に関しては、追加的教育ニーズ補助金指標（Additional　Educational

Needs　AEN　lndex）の導入が検討されている。これにはSEN（特別な教育

ニーズ）に関連するもの、英語を母語としない子ども達への教育などが含まれ

る。かなりの額の交付が見込まれるので、政府はどうすれば成績の改善へとっ

ながる形で交付できるのか検討中であると指摘してある。

　このような形で多少特別な措置が講じられる必要のあるものとして、他に社

会保障、都市部などが検討されていることが紹介されている。

　ところでSSAは、7つのブロックで計算されている。すなわち1）教育、

2）社会保障、3）警察、4）消防、5）高速道路、6）環境、保護および文

化（通常その他すべてのサービスといわれる）、7）資本財務である。教育は

さらに初等、中等、16歳以降、5歳未満、その他に細分化されている。

　こうして地方自治体は均衡予算をとることになっており、不足分を地方税の

課税で賄うことになるのであるが、予定される改革では課税が比較的簡単にな

る分、地方住民の納税者意識を刺激することによって、「地方財政のアカウン

タビリティを高める制度（ギア効果）になることが期待されている」とウッズ

は締めくくっている。

（4）1998年会計監査委員会　（Audit　Commission）法

　1998年6月に成立した同法は、これまで保守党政権下で設置されてきた評価

機関に対する会計監査を可能とするものであるのと同時に、同委員会に対して

該当する事柄についての研究を課すものであった。っまり、これ以降会計監査
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委員会はある種の政策提言機関へと変容していくのである。この委員会は15名

以上20名以下で編成される独立法人である。監査基準としてはベスト・バリュー

枠組みが与えられており、それと照らし合わせて監査されることが期待されて

いた。っまり従来の監査であれば違法性が問われるだけであったのであるが、

その判断に、新たに効率的であるかどうか、適切な計画であるかどうかといっ

たプロセスに関する判断と査定も行われるようになったことに特徴があるとい

えよう。

（5）1999年地方自治体法

　新労働党政権は白書で提案された内容及びそれに対する関係団体との協議に

基づき、1998年に会計監査委員会法を改正し、事後評価制度の整備を行ったう

えで、ベスト・バリューに基づく地方自治体改革を1999年地方自治法によって

行う。同法は第一部ベスト・バリュー、第二部地方税（カウンシル・タックス）

と勧告、第三部一般に分かれており、第一部ではベスト・バリュー当局の規定、

義務、実施計画作成、強制的競争入札制度の廃止、担当大臣による基準と業績

指標にっいての命令（Order）の発令、地方自治体監査官による計画書レビュー

と報告書の送付（当該当局、監査委員会など）、会計監査委員会による監査、

担当大臣による改善命令の発令などが規定されてある。第二部では2000年度か

らのカウンシル・タックスおよび勧告制度の改革が実施されるが、それには従

来のキャッピング（支出上限規制）を廃止するものの、中央政府には規制する

権限が与えられること、これにより予算に必要な税収を可能とするもの。第一

層と第二層の地方当局間での公費支出を可能とするもので、これらは総じて地

方自治体財政のアカウンタビリティを高めるためであると説明されている。

　同法によって地方自治体の課税権限は高められたものの、その予算が適切か

どうかの判断はベストバリュー枠組みと参照の上、まず地方の会計監査官によっ

て計画の段階で精査され、事後的には会計監査委員会によって査察される。最

終的に担当大臣は予算の見なおし、減額などを命令できるような制度が作られ

ることになったのである。

　総合業績査定（Comprehensive　performance　assessment－CPA）は、1999
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年地方自治法のもとで導入が決定されていたもので、一層だけの地方自治体と

カウンティ．・カウンシルの自治体サービスにっいての査定方法であり、それに

基づいての会計監査のやり方を規定するものである。

　まず査定の枠組みとしては、諸手当、社会保障、環境、図書館とレジャー、

教育、資源の有効利用、住宅という項目をたてて評価し、最終的に全体として

5段階評価（優秀、良、普通、可、問題あり）を加え、それを公表し、それと

同時に問題点があれば、改善計画を地方自治体に立てさせることまでを含む。

最終的に優秀地方自治体と認定される条件として、1）教育に関しては3また

は2＊、2）社会保障にっいては2＊、3）財政的には3，4）すべての中心的

サービスで2っ優秀を獲得したものであり、また良、普通、可、問題ありとい

う評価にっいてそれぞれ条件が明記されている。

　この制度の確立によって、地方自治体もまたリーグテーブルの対象となった

ことがわかるうえ、全体として「品質保証国家」の枠組みが地方自治体におい

ても成立したことが確認できよう。

　なお最初のCPAを使った全国的評価結果は2002年に公刊されている。

（6）2000年緑書『地方財政の現代化Modernising　Locαl　Government

　　Finαnce』

　新労働党の地方自治体改革は1999年地方自治法を如何に具体化していくか、

次の段階に移った。2000年9月に公表された緑書がそれであり、地方自治体は

これをもとにまず財政制度の改革にっいての協議を行ったのである。

　同緑書によると1998年度の会計において地方自治体財政は支出面から見ると、

教育が38％、社会保障サービスが19％、警察が12％、消防3％、交通5％その

他23％となっていた。資本支出で見ると住宅が38％、交通が16％、教育が15％、

警察4％、社会保障2％、その他25％となっていた。他方、収入の45％が中央

政府からの補助金、22％が法人税（ビジネス税）、22％が地方税（カウンシル・

タックス）、手数料などの収入が残りの11％であった。資本支出（投資的経費）

で見れば、中央政府からの補助金が18％、地方債などの借入金が35％などであっ

たQ
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　現行制度は、地方の予算（現実には基準支出査定　　Standard　Spending

Assessment－SSA）と収入の差額を歳入支援補助金（Revenue　Support

Grant－RSG）で補填するやり方であった。その他に中央政府は地方の借入金

にっいて、一部承認制をとっていた。従来は地方税課税率の上げ幅にっいて中

央政府がキャッピングと呼ばれる制限を加えていたが、それは地方の自主性を

極あて制限する方策であったため、これに対して見直しを加えることとなった。

　緑書ではSSAがいかに機能するかということを中等教育の例で説明してい

る。まず教育の下位項目として、「就学前」「初等教育」「中等教育」「16歳以降」

「成人」の5項目を立てる。それぞれの項目には補助金額を算定するたあのフォー

ミュラーが設定されている。たとえば、「中等教育」の場合では、①生徒数、

②無償給食受給資格者数、③人口密度、④追加的教育ニーズ、⑤地域経費調整

がそれにあたる。こまかな算定基準および詳しい数値はここでは省略する。な

お現行制度の説明について詳しくは財務省財務総合政策研究所発行の報告書

『主要国の地方税財政制度』2001年6月が詳しい（http：／／www．mof．go．jp／

jouhou／soken／kenkyu．htm）o

（7）2000年地方自治法

　同法は以下の6部、1）経済的、社会的、環境的福祉の促進、2）公選制の

首長、あるいは責任内閣制の導入、3）地方議員と地方公務員の職務、4）選

挙、5）その他、6）ウェールズへの対応、関連規則から構成されている。こ

こで地方自治体の目的が法によって明確に規定され、地方自治体はそれに沿っ

て計画を立て、その結果を評価されることになる。しかしながら、それはあく

までも地方の実態に即し、地方自治体が開発する戦略に基づいて行われるべき

ものであるとされ、同法の意図は地方自治を「復活」させるものであるという

ことが強調されている。地方自治の復権のために強力なリーダーシップが発揮

できるよう、公選制の首長制を含む執行部体制の確立が、これまではロンドン

市だけであったのがイングランド全体に対して提案されている。これに伴い、

担当大臣が任命する3名から構成されるStandards　Boardが、イングランドの

地方自治体の議員及び職員、水準の状況などを査定するために設置される。ま
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た住民にはレファレンダムの権利が与えられる。さらに問題が起こった場合、

仲裁するためにイングランドでは大蔵大臣カミ任命する3名以上のAdjudi－

cation　Pane1が設置されることになった。このAdjudication（仲裁）あるいは

Adjudicator（仲裁者）は、すでに1998年の学校水準と枠組み法において学校

定数の調整役を果たすために導入されたものと同様に、仲介、調停をもっぱら

とする政府任命の役人である。こういった枠組みそれ自体が教育行政制度で培

われた体制をモデルとしていると推測することは的はずれではあるまい。

　同法によって公選制の首長とキャビネット制、あるいはリーダーと執行部体

制、リーダーと責任内閣制が導入されることになり、それまでのLEA－EC制

度もまた大幅に見なおされることとなった56）。

（8）会計監査委員会『予算を最大限活用する　Getting　the　Best　frorn　Your

　　Budget』（2000年10月）および『ブリーフィングbriefing：　Money　Mαtters

　　－school　funding　and　resource　mαnαgement』（2000年11月）

　会計監査委員会は、1999年地方自治法および政府の公費支出方法の変更案

（3年予算編成）を受けて、この二つの報告書を公表した。学校の自律的経営

（LMS）の上にこの新たな補助金支出方法を如何に適用させるのか、そのノウ

ハウをインターネットで公開するだけでなく、実際に経営の状況を判断するッー

ルも開発している。基本的な構図はそれほど変わらないのでここでは省略する。

　財政制度に関連すると、本書の対象時期を越えるが、この3年予算編成案の

算定額を巡って、インフレ率をいかに予測するのかが大きな焦点となり、教員

組合との労働協約などの見直しとも関連して、公教育費が圧倒的に不足すると

いうキャンペーンが張られるようになるのは2004年のことであった。その背景

には、実は地方自治体による公教育費流用といった問題があった。国庫補助金

は一括補助金の中に組み込まれて地方自治体に交付されていたため、多くの地

方自治体が地方税を低く抑えるために政府の要請を無視して、パスポート補助

金の扱いを実際にはしていなかったのである。最終的に政府は全額使途指定の

特定補助金として公教育費の支出を決定し、2006年度から実施されることになっ

ている。学校の財政的基盤はより一層中央政府に依存するようになるとともに、
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LEAとの関係が希薄化していくことは必定であり、2003年以降導入されっっ

あるマルチ・エージェンシー政策とともに今後の推移が注目される57）。

ま　と　め

　以上、野党時代および政権を担当した新労働党の第一期までの教育政策を中

心にみてきた。ここから以下のような重要な点が明らかになったと思われる。

まず、保守党と新労働党は、「品質保証国家」としての枠組みは共有している。

これは、新労働党政府が生涯学習社会の創出を明確に主張したにせよ、基本的

には基礎学力の水準の向上、「学習文化」の醸成といったものを至上目的とし

た時点で、保守党政権のもとで導入されてきた「品質保証国家」メカニズムが

極めて有効であることを認めたからである。しかし新労働党はそれをさらに洗

練された形にしようとした（すなわち、事後評価と救済策の「品質保証国家」）。

そして基礎学力の向上のために、親もLEAも明確にその役割や責任が規定さ

れ、「ステークホルダー」として、位置付けられたのである。これは保守党政

府が「オーナーシップ」という言葉で消費者の意識を高あようとした試みの先

に登場してきたことが重要である。ひとっには、所有者意識を高めるための

「選択」は依然として強調されているからである。しかしながら、「選択」が個

人レベルで行われるのと異なり、「ステークホルダー」は複数の当事者が想定

され、そこにはある種の協同、共同が前提とされている点が決定的に異なる。

　また次に生涯学習社会の創出という新労働党政権のもくろみはそれほど成功

しているとはいえないが、それでも全く新しい政策動向を見て取る必要がある

ことだ。それはたとえば、個人学習口座、教育アクションゾーンという試みで

ある。これはひとつには、全ての人に学習を促進するための一定額を給付する

という考え方であり、限定的ではあるが、ルグランが提唱するデモグラント、

アッカーマンの提唱するステークホールディングのアイデアに通ずるものであ

る。また、教育アクションゾーンは、その実態に対しては賛否両論あるものの、

これまたルグランが提唱した積極的差別化バウチャーの実験としてみることが

出来る。これらは、ベーシック・インカム論等とも通ずるものであり、これら

については今後検討していくこととしたい58）。
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また最後に、ギデンズが新労働党政権の、従ってブレアの理論的指導者と見

る通説は疑ってみる必要があるということも指摘しておきたい。
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　　ペシャリストスクール政策のもとで不平等が拡大してきたことを指摘している。

　　Gorard，S．and　C．Taylor，　Specialist　schools　in　En81αnd’　trαch　recordαnd　future

　　prospect，　Cardiff：School　of　Social　Sciences，2001．

36）学校の多様性をカリキュラムで考える場合には、スペシャリストスクール的なもの

　　が登場するのは当然である。この問題は学校選択政策導入の当初から論争となって

　　いたが、たとえば、ネイスミス氏は、「ピアノ、ダンスやバレーの上手な子どもが

　　そのための専門的な学校に入ることは問題視されないのに、他のことになると反対

　　が出るのは何故だろう、子どもが自分の好きなものを学ぶのになんで反対されるの

　　だろうか、子どもも学校がもっと好きになるだろうに」と話していた（1999年11月

　　電話でのインタビュー）。

37）このシチズンシップ教育はなにも科目として指定されていた訳ではなく、基本的に

　　はクロス・カリキュラ的に導入される予定であった。しかしながら例えばチェスナッ

　　ト・グローブ校ではOfstedの査察の結果、シチズンシップ教育が弱いといわれて憤

　　慨していたように、どのように実践を行うかは当初は学校に委ねられていたため暗

　　中模索の状況が続いていたといえよう。現在はシチズンシ2プ教育に関係する財団

　　も設立され、モデル・カリキュラム等の提供もインターネットを通じて行われるよ

　　うになっているし、教員養成プログラムも準備されている。またGCSEの試験科目
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　　への導入も行われているため、筆記試験に綾小化されっっもある。内容的には日本

　　の政経や倫社というような感覚である。シチズンシップ教育に関しては、さしあた

　　り清田夏代『現代イギリス教育行政改革』勤草書房、2005年を参照のこと。なお、

　　フーコーの統治術という概念を使って、このシチズンシップ教育も新たな統治術の

　　一環として考えることも可能である。例えば山家歩「市民性を通じての統治」『市

　　民社会とアソシエーション』（村上、石塚、篠原編著）、社会評論社、2004年参照。

38）1997年に発表されたデアリング報告は、短期的、中期的視点から全部で93項目にわ

　　たる勧告を行っている。そこには、学士号より下位のデグリーを導入すること、大

　　学定員を増員すること、補助金は、高等教育機会の拡大に貢献する戦略を示し、学

　　生の学習経過をモニターし、評価するシステムを作り上げた大学を優先して交付す

　　ること、これに関する調査に資金を提供すること、補助金はその6割を学生数に応

　　じて配分すること、学生への授業料徴収、政府は学生の生活保障や障害者への支援

　　をすること、人文科学系のためのリサーチ・カウンシルの設置、高等教育の品質の

　　保証をチェックするための品質保証機関（Quality　Assurance　Agency：QAA）の

　　設置などが盛り込まれている。このうちのほとんどが最終的には実施に移されてい

　　ることが後に確認できる。The　National　Committee　of　Inquiry　into　Higher

　　Education，　The　Report（）f　the　Nαtionαl　Committee．

39）The　Labour　Party，　New　Labour：because　Britain　deserves　better　（1997

、　Manifesto），　in　LDale（ed．），　Lαbour　PαrtN’Generα1　Election　Mαnife8tos，1900－

　　1ggz

40）National　Advisory　Group　for　Continuing　Education　and　Lifelong　Learning，

　　Leαrning／br　the　Twentyrfirst　Century，1997．　http：／／wwwユifelonglearning。co，u

　　k／archive．htmよりダウンロード。

41）DfEE，　The　Leαrning　Age’αrenαissαnce　for　a　new　Britαin，　Introduction．　http：／／

　　www．1ifelonglearning．co．uk／greenpaper／index．htmよりダウンロード。

42）この間の経緯については現在では革新、大学、スキル省のホームページで詳しく説

　　明されている。http：／／www．dcsf．gov．uk／ila／programme．shtm1（2008年10月14日

　　ダウンロード）。この計画は現在中止されているが、今後については再検討されて

　　いる。

43）Hillman，　J，，　UniversitN　f‘）r　Industry！creαtingαnαtionαl　leαrning　network，

　　IPPR，1996．　Pp．5－6，

44）Ibid．

45）Milner，　H．　and　et．a1．，　Piloting　the　University　f（）r　lndustry’地ρor孟（≧f　the　North

　　Eα8古Prq／ect，　IPPR，1999．前書きを寄稿したテッサ・ブラックストーン（Tessa

　　Blackstone：生涯学習担当大臣）は、産業のための大学（Ufl）こそが労働党政府の

　　生涯学習政策の根幹をなすと指摘している（p．5）。
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46）http：／／www．ufi．com参照。

47）DfEE，　The　Leαrning．A8・e’αrenαissαnee　for　a　new　Britαin，　Ch．1．3．なお、ここで

　　紹介した政府文書はすべて註40のホームページよりダウンロードできる。反対派を

　　事前に懐柔するというのは、緑書の質問方法などにみることができる。たとえば、

　　政府はこういうことをやりたいと考えているが、それについて貴方は賛成するか、

　　反対するか。また賛成するならどういう内容がいいと思うかといったやり方である。

48）DfEE，　Leαrning　to　Succeed，　Cmd．4932．1999．

49）コネクションズに関しては、www．lga．gov．uk／lga／parliament／connexions．pdf．ダ

　　ウンロード。プロスペクタスの掲載ページが現在は見あたらないが、uk．yahoo．co

　　mで調べるとキャッシュからpdfファイルがダウンロードできる。

50）National　Advisory　Group　for　Continuing　Education　and　Lifelong　I．earning，

　　Creαting　Leαrning　Cultures’Next　Steps　in　Achieving　the　Leαrning〆Age，1999．

　　http：／／www。1ifelonglearning．co．uk／archive．htmよりダウンロード。

51）Quality　Assurance　Agency，　Discussion　Pαper，　1999，　consultαtion　Pαper，1999，

　　Summαry　Reρort，2000，　Policy　Statement　on　PDP，2000

52）Foulldation　Degree　Group，　Foundαtion　Degree　1）ro8pectu8，2000，

53）アジェンダ21とはもともと1992年にリオデジャネイロでの「地球サミットで採択さ

　　れた環境保全のための規範を各論において実現するための行動計画」であり、通称

　　「リオ宣言」と呼ばれている。ローカル・アジェンダ21はこれに対応するイギリス政

　　府の政策である。

54）Labour　Party，　Manifest　1997，　ed．，　Iain　Dale，　Lαbour　Pαrty　Generαl　Election

　　Mαnifestos，1900－199Z　Routledge，2000．

　　　したがって、新労働党政権誕生後のLEAを指して、デュルケムが構想した中間団

　　体との類似性を強調する清田夏代の見解は筆者とは全く異なる。デュルケムのいう

　　中間団体論はむしろ1980年以前のLEAこそが妥当すると思われる（清田、前掲書参

　　照）。

55）『地方自治体の現代化』http：／／www．local．odpm．gov．uk／sponsor／ethical／ethical．

　　pdf．また、白書『現代的地方自治体一地域住民との触れあい　Modern　Locαl

　　Government　－iπTouchωith　People』は、　http：／／www．communities．gov．uk／in

　　dex．asp？idニ1165212よりダウンロード。なおこの白書第七章においては、ベスト・

　　バリューを提供する地方自治体はまず1）明確なサービスの基準を持ち、2）継続

　　的に改善を行うための明確な目標を持ち、3）サービスの利用者の発言力を高め、

　　4）独立した監査と査察を有するものであり、中央政府は地方自治体がサービスの

　　供給に失敗したときに行動を起こすための新しい権限を持っとされている。なお、

　　（財）自治体国際化協会『クレアレポート　英国におけるベストバリュー』206号

　　（2000年）も参照のこと。
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56）http：／／www．10caLodpm．gov．uk／よりダウンロード。

57）上記の文書はhttp：／／www．auditcommission．gov．tik／／reports／index．asp　からダ

　　ウンロード。

　　　マルチ・エージェンシー（あるいはジョインドアップ）政策とは、直接的には

　　2000年に起こった一人の少女が叔母たちによって虐待死させられた事件に端を発し、

　　「どの子供も大切Every　Child　Matters」キャンペーン、2004年子ども法などで導

　　入されているが、すでに述べたように、バーバーやブレアの著作にも見られるもの

　　で、関係行政機関や司法、警察などの地域ネットワークを作り上げるものである。

　　　2006年の段階でLEAはたんにLocal　Authorityと呼ばれるようになり、例えばロ

　　ンドンのワンズワース区の場合、以前の法定教育委員会（Education　Committee－

　　EC）は、教育に関する監督と精査委員会（Educational　Overview　and　Scrutiny

　　Committee）と改称され、政策決定はCabinetと呼ばれる執行部が行うことになっ

　　た。教育に関する監督と精査委員会の委員長がこのキャビネットの一員である。ワ

　　ンズワース区では以前のLEA－EC制度の時代においても、地方議会の主要メンバー

　　（通常は法定委員会の委員長など）が非公式に事前に会議を開き、全体の運営の原

　　案を決めていたので、ある意味、この非公式な会議およびそのメンバーが正式な会

　　議とキャビネットメンバーに移行しただけであるともいえる。ECは政策決定機関と

　　はならなくなったため、年に3回程度（必要に応じては緊急に応召される場合もあ

　　るが）開催される程度となった（子どもと青少年局局長ロビンソン氏談、2006年3

　　月8日インタビュー）。

　　　管見の限り公選制の首長制を導入している自治体は、2006年3月の段階でロンド

　　ン、ドンカスター、ハートルプール（Hartlepool）、ストーク、ノース・タインサイ

　　ド（North　Tyneside）であり、リーダーと責任内閣制的執行部体制を採ったバーミ

　　ンガム、ウィラル（Wirral）、ダーラム、ワンズワースなどいくっかの自治体であっ

　　た。リーダーと責任内閣制の場合は、これまでも形式的に一年限りのメイヤーをお

　　いていた地方自治体が多いため、どの程度の違いが出てくるのか不明である。また、

　　この論文を執筆中に日本においてもこの教育財政制度改革やマルチ・エージェンシー

　　（ジョインドアップ）政策への関心が見られる。これらの文献の検討も含め、地方

　　自治体改革、地方財政改革を、生涯学習社会構想と関連して新労働党政権の教育政

　　策の内容を検討することは今後の課題としたい。

58）デモグラントにかんしては、Le　Grand　and　DNissan，　A　OαpitαI　ldeα’Set－up

　　Grαnts　for　Young　People，　Fabian　Society，200Q．　Le　Grand，　Motivation，　Agency

　　and　Public　Policy，2003，0xford　UPを参照のこと。またステークホルダー論に関し

　　ては、Ackerman，　B．and　A．　Alstott，　The　Stαleeholder　Society，1999，　Yale　UPを

　　参照のこと。ベーシック・インカム論についてはAckerman，B．et．al．，　Redesigning

　　Distribution，2006，Versoを参照。
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補注

　　本稿は平成20年度科学研究費補助金基盤研究（C）（課題番号20530741）「英国労働

　党政権の教育政策の展開と変容に関する分析」（研究代表者　大田直子）の成果の一

　部である。

　　本稿第1節、第2節は、「イギリス新労働党の教育政策一装置としての「品質保証国

　家」」（『教育学年報』2002年、世織書房）に加筆訂正したものである。また第3節は、

　「デアリング報告に基づく英国の高等教育改革の進捗状況等及び欧米諸国における教

　育コーディネーターの活用によるキャリア教育推進事例に関する実態調査」（2008年、

　産業経済研究委託、ベネッセ）の担当部分に加筆訂正したものである。さらに第4節

　は「イギリスの新しい教育財政制度」『イギリスの中等教育改革に関する調査研究一総

　合制学校と多様化政策一最終報告』（科研費報告書、研究代表者　佐々木毅、2006年）

　を加筆訂正したものである。


